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 綾部市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和６年５月２日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第２３号 

 

綾部市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 綾部市介護保険条例施行規則（平成１２年綾部市規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

 様式第１７号中「療養等」を「医療院等」に、 

「    「 

 療    医 

養    療 

等    院 

 」   等 

       」 

 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則施行の際、この規則による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残

存するものは、なお当分の間、使用することができる。 

を に改める。 

規　則
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綾部市告示第１１６号 

 

綾部市ものづくり企業振興補助金交付要綱（令和３年綾部市告示第４３号）の一部を次

のように改正する。 

 

  令和６年５月２日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

第１条中「人材育成、雇用・定住の促進、新製品開発、販路開拓、地域貢献及び事業継

続力の強化等に資する事業を行う」を削る。 

 別表中 

「 

福利厚生支援

事業 

社員の福利厚生や健康増進に要する

経費のうち、市内の運動施設等の使用

料及び入会金 

２分の１ １０万円／年 

を 

」  

「 

福利厚生支援

事業 

社員の福利厚生や健康増進に要する

経費のうち、市内の施設の使用料等 

２分の１ １０万円／年 
に 

」  

改める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和６年５月２日から施行する。 

告　示

2



綾部市告示第１１７号 

 

 地縁による団体「奥上林地区自治会連合会」において告示事項の変更があったので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和６年５月７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市故屋岡町三反田１５番地 熊 内 得 二 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和６年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

告　示
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綾部市告示第１１８号 

 

 次の指定居宅介護支援事業者から介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８

２条第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったので、法第８５条の規定により、次のとお

り告示する。 

 

 令和６年５月８日 

 

綾部市長 山 崎 善 也     

 

１ 申請者の名称  株式会社 イン・ザ・ルーム 

 

２ サービスの種類  居宅介護支援 

 

３ 事業所の名称  イン・ザ・ルーム居宅介護支援事業所 

 

４ 事業所の所在地  京都府綾部市青野町西吉美前５１－１ 

 

５ 指定事業所番号  ２６７１８００３７９ 

 

６ 廃止の年月日  令和６年５月３１日 

 

告　示
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綾部市告示第１１９号 
 

綾部市国民健康保険被保険者証の無効について 
 
 綾部市国民健康保険条例施行規則（平成８年綾部市規則第１５号）第２０条の規定に基づ

き、次の綾部市国民健康保険被保険者証は無効とする。 
 
 
  令和６年５月１０日 
                          綾部市長 山 崎 善 也 
 
 
証交付年月日 証記号・番号・枝番 
令和６年４月１日 綾０８３１－３３００４・０３ 

令和６年４月１日 綾１１０６－１５００３・０１ 

令和６年４月１日 綾０９０５－１２０４６・０１ 

令和６年４月１日 綾０３０１－２１０１１・０１ 

令和６年４月１日 綾０８３０－１５０１２・０７ 

 

告　示
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綾部市告示第１２０号 

 

 地縁による団体「第一区自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和６年５月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市睦合町才ヶ坪１番地 上 田 和 彦 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和６年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

告　示
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綾部市告示第１２１号 

 

 地縁による団体「認可地縁団体鍛治屋自治会」において告示事項の変更があったので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和６年５月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市鍛治屋町八塚谷４１番地 山 下 茂 喜 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和６年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

告　示
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綾部市告示第１２２号 

 

 地縁による団体「今田自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和６年５月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市今田町元立石３７番地 安 達   覚 に変更する 

所在地を 綾部市今田町元立石３７番地 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和３年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

告　示
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綾部市告示第１２３号 

 

 地縁による団体「今田自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和６年５月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市今田町神子田２７番地 安 達 秀 樹 に変更する 

  所在地を 綾部市今田町神子田２７番地 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和５年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 

 

告　示
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綾部市告示第１２４号  
 

綾部市地域総合整備資金貸付要綱（平成８年綾部市告示第１７号）の一部を次のように

改正する。  
 

令和６年５月２０日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 
 第２条第１項中第４号を削り、第５号を第４号とする。  

第４条第１項中「おおむね３百万円」を「百万円」に、「１０億５千万円」を「２０億

円」に改め、同項ただし書を削り、同条第２項中「３５パーセント」を「５０パーセント」

に改め、同条第４項中「「１０億５千万円」とあるのは「１３億１千万円」と、「１５億  
７千万円」とあるのは「１９億６千万円」」を「「２０億円」とあるのは「２５億円」」

に改める。  
 
   附 則  
 この告示は、令和６年５月２０日から施行する。  

告　示
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綾部市告示第１２５号 

 

綾部市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱（昭和５８年綾部市告示第２５号）の一

部を次のように改正する。 

 

令和６年５月２０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 第２条各号列記以外の部分中「障害の程度」を「障害程度」に改め、同条第１号中 

「「手帳」」を「「身体障害者手帳」」に、「障害の程度が同法施行規則（昭和２５年厚

生省令第１５号）別表第５号に規定する」を「障害程度が障害等級表に定める」に改め、

同条第３号中「手帳」を「身体障害者手帳」に、「障害の程度が」を「障害程度が障害等

級表に定める」に改め、同条に次の４号を加える。 

（４）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

に規定する精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障害者保健福祉手帳」という。）の

交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める１級に該当する者 

（５）精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める２級に

該当する者（その障害程度が障害等級表に定める１級に該当する者として精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

４５条第４項の認定を受けた結果、当該１級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換え

にその障害程度が障害等級表に定める２級に該当する者として精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた２級に係る精神障害者保健福祉手帳

に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。） 

（６）精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める２級に

該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める３

級に該当する者 

（７）精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める２級に

該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね５０以下と判定された者 

第２条に次の１項を加える。 

２ 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行

規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号をいい、精神障害者保健福祉手帳につ

いては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）

第６条第３項の表をいう。 

 様式第１号中

告　示
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「 

  

  

  

  

  

  

                                     」 

「 

  

  

  

  

  

  

                                     」 

改める。 

 

   附 則 

１ この告示は、令和６年８月１日から施行する。 

２ この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行う 

 ことができる。 

障
害
の
状
況 

○ 身体障害者手帳（     ）級 交付   年  月  日 

○ 知能指数判定書（ＩＱ   ）  判定   年  月  日 

○ 療 育 手 帳（     ）  交付   年  月  日 

○ そ  の  他 

障
害
の
状
況 

○ 身体障害者手帳     （     ）級  交付     年  月  日 

○ 知能指数判定書     （ＩＱ   ）   判定     年  月  日 

○ 療 育 手 帳     （     ）   交付     年  月  日 

○ 精神障害者保健福祉手帳 （       ）級   交付     年  月  日 

○ そ  の  他 

に

を

告　示
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綾部市告示第１２６号 

 

 地縁による団体「奥上林地区自治会連合会」において告示事項の変更があったので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和６年５月２１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者住所を 綾部市睦寄町山内３７番地の１ に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和６年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  代表者の住所変更 

 

告　示
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綾部市告示第１２７号 

 

綾部市子育て支援医療費支給事業実施要綱（平成５年綾部市告示第５１号）の一部を次

のように改正する。 

 

令和６年５月２４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

第４条第３項中「保険証（電子資格確認による場合には、個人番号カード）」を「被保

険者証」に改め、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、マイナンバーカードを被保険者証として利用する場合は、受給者証のみを提 

示しなければならない。 

 様式第２号（裏）を次のように改める。 
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                 （裏）                 

 

注 意 事 項 

 

１ この証は、保険医療機関等に保険の自己負担金のうち下記の３に示す一

部負担金を支払い、受診することができる証ですから大切に保管してくだ

さい。 

２ 保険医療機関等において診療を受ける場合は、被保険者証（又は組合員

証）に添えてこの証を必ず窓口に提出してください。 

  マイナンバーカードを被保険者証として利用する場合は、この証のみを

窓口に提出してください。 

３ この証で医療を受けたときは、次の一部負担金を支払ってください。 

 入院外 各月の最初の診療日に…………………２００円 

 入 院 １か月……………………………………２００円 

４ 氏名、居住地に変更があったときは、１４日以内に、この証を添えて市

長にその旨を届け出てください。 

５ 加入している医療保険又はその内容に変更があったときは、１４日以内

に市長にその旨を届け出てください。 

６ この証を破ったり、汚したり又は失ったりしたときは再交付を受けてく

ださい。 

７ 有効期間を経過したとき又は資格がなくなったときは、この証を使用す

ることはできませんから、速やかに市長に返してください。 

８ 不正にこの証を使用した者は、刑法により罰せられることがあります。 

９ 往診の際の車代、薬の容器代、個室専用料など保険の給付外であるもの

は京都子育て支援医療の支給対象とはならないのでご承知ください。 
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 様式第３号（裏）を次のように改める。 
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                 （裏） 

 

 

 

 

 

注 意 事 項 

 

１ この証は、保険医療機関等に保険の自己負担金のうち下記の３に示す一

部負担金を支払い、受診することができる証ですから大切に保管してくだ

さい。 

２ 保険医療機関等において診療を受ける場合は、被保険者証（又は組合員

証）に添えてこの証を必ず窓口に提出してください。 

  マイナンバーカードを被保険者証として利用する場合は、この証のみを

窓口に提出してください。 

３ この証で医療を受けたときは、次の一部負担金を支払ってください。 

入院外  各月の最初の診療日に……………………………………２００円 

４ 氏名、居住地に変更があったときは、１４日以内に、この証を添えて市

長にその旨を届け出てください。 

５ 加入している医療保険又はその内容に変更があったときは、１４日以内

に市長にその旨を届け出てください。 

６ この証を破ったり、汚したり又は失ったりしたときは再交付を受けてく

ださい。 

７ 有効期間を経過したとき又は資格がなくなったときは、この証を使用す

ることはできませんから、速やかに市長に返してください。 

８ 不正にこの証を使用した者は、刑法により罰せられることがあります。 

９ 往診の際の車代、薬の容器代、個室専用料など保険の給付外であるもの

は綾部市すこやか子ども医療の支給対象とはならないのでご承知くださ

い。 
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附 則 

１ この告示は、令和６年８月１日から施行する。 

２ この告示施行の際、この告示による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残

存するものは、なお当分の間、使用することができる。 
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18



綾部市告示第１２８号 

 

綾部市福祉医療費支給事業実施要綱（昭和５０年綾部市告示第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

令和６年５月２４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

第２条第１項第１号中「「手帳」」を「「身体障害者手帳」」に、「障害の程度が同法

施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号。以下「省令」という。）別表第５号に規定す 

る」を「障害程度が障害等級表に定める」に改め、同項第３号中「手帳」を「身体障害者

手帳」に、「障害の程度が省令別表第５号に規定する」を「障害程度が障害等級表に定め

る」に改め、同項第６号を同項第１０号とし、同項第５号を同項第９号とし、同項第４号

を同項第８号とし、同項第３号の次に次の４号を加える。 

（４）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

に規定する精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障害者保健福祉手帳」という。）の

交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める１級に該当する者 

（５）精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める２級に

該当する者（その障害程度が障害等級表に定める１級に該当する者として精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

４５条第４項の認定を受けた結果、当該１級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換え

にその障害程度が障害等級表に定める２級に該当する者として精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた２級に係る精神障害者保健福祉手帳

に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。） 

（６）精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める２級に

該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める３

級に該当する者 

（７）精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める２級に

該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね５０以下と判

定された者 

 第２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行

規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号をいい、精神障害者保健福祉手帳につ

いては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）

第６条第３項の表をいう。 

 第４条第１項第１号中「第４号」を「第８号」に改め、同項第２号中「第５号及び第６

号」を「第９号及び第１０号」に改める。 
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第５条第１号中「第３号」を「第７号」に、「手帳又は知能指数判定書」を「身体障害者

手帳、知能指数判定書又は精神障害者保健福祉手帳」に改める。 

第１５条第１項第２号中「障害の程度」を「障害程度」に改め、同項第３号中「第５号

及び第６号」を「第９号及び第１０号」に改める。 

様式第１号の１中 

「 

 新規          変更          喪失 

 □ 身障手帳交付    □ 医療保険変更    □ 死亡 

 □ 療育手帳交付    □ 転居        □ 転出 

 □ 転入        □ その他       □ 障害非該当 

 □ 医療保険加入                □ 医療保険資格喪失 

 □ その他                   □ その他 

   上記の事由発生年月日（   ・   ・   ） 

を 

                                       」 

「 

 新規          変更          喪失 

 □ 身障手帳交付    □ 医療保険変更    □ 死亡 

 □ 療育手帳交付    □ 転居        □ 転出 

 □ 精神手帳交付    □ その他       □ 障害非該当 

 □ 転入                    □ 医療保険資格喪失 

 □ 医療保険加入                □ その他 

 □ その他                    

   上記の事由発生年月日（   ・   ・   ） 

に、 

                                       」 

「 

 認   定   事   由 

 

を 

 □ 身体障害者手帳１級 

 □ 身体障害者手帳２級 

 □ ＩＱ３５以下 

 □ ＩＱ５０以下と身障３級の合併 

 □ その他（            ） 

                        」 
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「 

 認   定   事   由 

 

に改める。 

 □身障１級      □身障２級 

 □ＩＱ３５以下    □精神１級 

 □精神１級から２級 

 □合併（□ＩＱ５０以下□身障３級□精神２級） 

 □その他（            ） 

                        」 

様式第２号（裏）中 

「 

２ 保険医療機関等において診療を受ける場合は、被保険者証（又は組合員証）（電子資 

 格確認による場合には、個人番号カード）に添えてこの証を必ず窓口に提出してくだ  を 

 さい。 

                                      」 

「 

２ 保険医療機関等において診療を受ける場合は、被保険者証（又は組合員証）に添え 

 てこの証を必ず窓口に提出してください。 

   マイナンバーカードを被保険者証として利用する場合は、この証のみを窓口に提出    

  してください。 

                                         」 

「期限」を「期間」に改める。 

 

   附 則  

１ この告示は、令和６年８月１日から施行する。 

２ この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行う

ことができる。 

３ この告示施行の際、この告示による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残

存するものは、なお当分の間、使用することができる。 

に、 
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に改める。 

に 

綾部市告示第１２９号 

 

綾部市老人医療費支給事業実施要綱（平成２７年綾部市告示第３７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

令和６年５月２４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

様式第２号（裏）中 

「 

 ２ 保険医療機関等において診療を受ける場合は、被保険 

 者証（又は組合員証）（電子資格確認による場合には、 

 個人番号カード）に添えてこの証を必ず窓口に提出して 

 ください。                      

                           」 

「 

 ２ 保険医療機関等において診療を受ける場合は、被保険 

  者証（又は組合員証）に添えてこの証を必ず窓口に提出 

  してください。 

   マイナンバーカードを被保険者証として利用する場合 

  は、この証のみを窓口に提出してください。       

                            」 

 様式第４号（裏）中 

「 

 ２ 療養を受けるときは、「被保険者証（又は組合員証）（電子資格確認による場合に 

  は、個人番号カード）」及び「福祉医療費受給者証」に添えて、この証をその窓口で 

 渡してください。                               

                                     」 

「 

 ２ 療養を受けるときは、「被保険者証（又は組合員証）」及び「福祉医療費受給者証」 

   に添えて、この証をその窓口で渡してください。 

    マイナンバーカードを被保険者証として利用する場合は、「福祉医療費受給者証」 

   に添えて、この証をその窓口で渡してください。                 

                                      」 

改める。 

 

   附 則 

１ この告示は、令和６年８月１日から施行する。 

を 

を 
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２ この告示施行の際、この告示による改正前の規定に基づき作成された様式で、現に残

存するものは、なお当分の間、使用することができる。 
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綾部市告示第１３０号  
 
 綾部市予防接種事故災害補償規程（平成２年綾部市告示第３６号）の一部を次のように

改正する。  
 
  令和６年５月２８日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 
 第４条第２号ア中「４，５３０万円」を「４，６７０万円」に改め、同号イ中  
「４，５３０万円」を「４，６７０万円」に、「３，０１６万４千円」を「３，１０９万  
６千円」に、「２，３０２万７千円」を「２，３７３万９千円」に改める。  
 
   附 則  
 この告示は、令和６年５月２８日から施行し、改正後の綾部市予防接種事故災害補償規

程の規定は、同年４月１日以降に発見された事故から適用する。  
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綾部市告示第１３１号 
 
 
 令和６年度綾部市国民健康保険料の料率を次のように定めたので、綾部市国民健康保険条例（昭和

３４年綾部市条例第１１号）第１５条第３項及び第１５条の６の５第３項並びに第１５条の１１第３

項の規定により告示する。 
 
 

令和６年５月２８日 
 

 
綾部市長 山 崎 善 也  
 
 

 

区     分 賦 課 対 象 
料      率 

基礎賦課額 
後期高齢者支援 
金 等 賦 課 額 

介護納付金 
賦 課 額 

所 得 割 賦 課 基 準 額 ７．７９％ ３．１３％ ２．７４％ 

被保険者均等割 
被保険者１人 
当たり年額 

２５，８００円 １０，４００円 １３，０００円 

未就学児均等割 
未就学児１人 
当たり年額 

１２，９００円 ５，２００円   

世帯別平等割 
１世帯当たり 
年額 

１７，１００円 ６，８００円 ６，５００円 
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綾部市告示第１３２号 

 

 綾部市ペアレント・プログラム事業実施要綱を次のように定める。 

 

  令和６年５月３０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

綾部市ペアレント・プログラム事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びそ

の児童に対し、親子間における適切な関係性の構築を目的として実施するペアレント・

プログラム事業（同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相談し、共有し、及び情報交換

ができる場の設置その他必要な支援を行う事業をいう。以下「事業」という。）の実施

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、綾部市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認め

られる社会福祉法人等に委託して実施することができる。 

 （対象者） 

第３条 事業の利用の対象となる者（以下「対象者」という。）は、親子の関係性や発達

に応じた児童との関わり方等に不安を抱えている保護者及びその児童で、本市に住所を

有するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者 

（２）保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及びその保護者 

（３）乳幼児健康診査や乳児家庭全戸訪問事業の実施、関係機関からの情報提供その他に

より市が当該支援を必要と認める児童及びその保護者 

（４）第１号又は第２号に該当するおそれのある児童及びその保護者 

 （事業の内容） 

第４条 事業の内容は、次に掲げるペアレント・トレーニング（親子の関係性や発達に応

じた児童との関わり方等の知識や方法を身に付けるためのトレーニングをいう。）とす

る。 

（１）講義及び演習 

（２）グループワーク 

（３）その他市長が必要と認めるもの 

 （利用の申請） 

第５条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、綾部市ペアレント・

プログラム事業利用申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

 （利用の決定等） 
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第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

利用の可否を決定し、綾部市ペアレント・プログラム事業利用決定（却下）通知書（様

式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

 （利用の取消し等） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、

又は事業の実施を中止することができる。 

（１）対象者に該当しなくなったとき。 

（２）その他事業の利用が適当でないと市長が認めるとき。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この告示は、令和６年７月３日から施行する。 

２ この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行う 

 ことができる。 

告　示

27



様式第１号（第５条関係）  
 

年  月  日  
 
 綾部市長          様  

申請者 住  所            
氏  名             

    電話番号             
 

綾部市ペアレント・プログラム事業利用申請書  
 
 綾部市ペアレント・プログラム事業実施要綱第５条の規定により、下記のとおり申請し

ます。  
 

記  
 

保

護

者 

ふ り が な 

氏 名 

 
 
 

性 別  男・女  

生 年 月 日 年   月   日（   歳）  

児

 

童 

ふ り が な 

氏 名 

 
 
 

性 別  男・女  

生 年 月 日  年   月   日（   歳）  

住 所  

〒    －  
 
 
 

連 絡 先 

 
（自宅）  
 
（携帯）  
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様式第２号（第６条関係）  
第     号  
年  月  日  

 
           様  
 

綾部市長           □印  
 

綾部市ペアレント・プログラム事業利用決定（却下）通知書  
 
     年  月  日付けで申請のありましたペアレント・プログラム事業の利用に

つきましては、下記のとおり決定しましたので、綾部市ペアレント・プログラム事業実施

要綱第６条の規定により通知します。  
記  

 

利

用

の

可

否 

可 ・ 否  

（理由）  

保

護

者 

ふ り が な  
氏 名  

 
 

性 別  男・女  

生  年  月  日  年   月   日  

児

 
童 

ふ り が な  
氏 名  

 
 

性  別  男・女  

生  年  月  日  年   月   日  

住 所  
〒    －  

 

  
この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます。（なお、決定があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）  
 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）

提起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。）  
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綾部市告示第１３３号  
 

綾部市成年後見支援センター設置及び運営要綱を次のように定める。  
 

令和６年５月３１日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 

綾部市成年後見支援センター設置及び運営要綱  
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９ 

 号。以下「法」という。）に基づき、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が

十分でない人が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を

図るため、綾部市成年後見支援センター（法第１２条第１項に規定する成年後見制度

利用促進基本計画に基づく中核機関をいう。以下「センター」という。）の設置及び

運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１）成年後見人等 法第２条第１項に規定する成年後見人等をいう。 

（２）地域連携ネットワーク 成年後見制度を必要とする者を発見し、必要な支援につな

げるための地域連携及び協働の仕組みをいう。 

（３）協議会 後見開始の前後を問わず、地域における法律、福祉等の専門職団体、関係

機関が自発的に協力する体制づくりを進めるための合議体をいう。 

（設置） 

第３条 センターは、成年後見制度利用促進担当課に置くものとする。ただし、センター

で実施する事業（以下「事業」という。）を委託する場合は、この限りでない。 

（実施主体） 

第４条 事業の実施主体は、綾部市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切な事業

運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。 

（事業の内容） 

第５条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。 

（２）成年後見制度に関する相談支援及び利用促進に関すること。 

（３）成年後見人等の支援に関すること。 

（４）権利擁護支援に関する地域連携ネットワークの構築及び協議会の運営に関すること。 

（５）その他市長が必要と認めること。 

（運営委員会） 
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第６条 市長は、事業を円滑かつ効率的に実施するため、センターの運営及び地域連携ネ

ットワークの取組状況についての調査審議又は地域における成年後見制度の取組状況

の点検及び評価を継続的に行う運営委員会を設置する。 

 （秘密の保持） 

第７条 センターの職務に従事する者又は従事していた者は、職務上知り得た秘密を他に

漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年５月３１日から施行する。 
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綾部市公告第４８号 

 

 綾部市職員採用試験を次により実施します。 

   

  令和６年５月７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１ 令和６年度綾部市職員採用試験を、別紙要項のとおり実施します。 

２ 本試験の合格者は、「令和６年度・令和７年度綾部市職員採用候補者名

簿」に登載し、第３次試験合格発表以後必要に応じ採用します。 
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綾部市公告第４９号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和６年５月７日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 
（以下掲示済） 
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綾部市公告第５０号 

 

 第５次綾部市地域福祉計画策定支援業務に関する公募型プロポーザルの実施について、

次のとおりお知らせしますので、参加希望者は企画提案書等を提出してください。 

 

  令和６年５月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

本市の第５次綾部市地域福祉計画策定支援業務について、委託業者の選定にあたり別添

「第５次綾部市地域福祉計画策定支援業務に関する公募型プロポーザル実施要領」に基づ

き実施します。 
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第５次綾部市地域福祉計画策定支援業務 

に関する公募型プロポーザル 

実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年５月 

綾部市福祉部社会福祉課 
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１ 趣旨・目的 

この実施要領（以下「要領」という。）は、綾部市（以下「本市」という。）

が発注する第５次綾部市地域福祉計画策定支援業務に関し、公募型プロポーザル

方式により受託者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

    第５次綾部市地域福祉計画策定支援業務 

（２）業務内容 

    別添１「第５次綾部市地域福祉計画策定支援業務仕様書」のとおり 

（３）業務期間 

    契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（４）委託料上限額 

    ７，８６５，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）以内 

 ＊この金額は単に本業務に係る予算規模を示したものであり、契約に係る予

定価格を示すものではない。 

 

３ 委託予定者の選定方法 

  公募によるプロポーザル方式 

 

４ 応募資格 

応募者は、次に揚げる資格要件をすべて満たしていること。 

なお、資格要件の確認基準日は、本業務の募集開始日とし契約締結までの期間

に資格要件を欠くような事態が生じた場合は、契約締結は行わないものとする。 

（１）国又は地方公共団体からの受託により、過去５年以内（令和元年１１月１

日以降）に本件と同様の業務を実施し、かつ、その実績を確認及び証明でき

る契約を有すること。なお、実績については、現在業務実施中のものも含む

ものとし、また、本社、支店又は営業所等を問わず、事業者全体としての実

績を含むものとする。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しないこと。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、若しくは破産法（平成１６

年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 

（４）京都府内で地域福祉計画、第 3 期子ども・子育て支援事業計画、第 9 期介

護保険事業計画、第 7 期障害福祉計画、それぞれの受注実績があること。 

（５）企業としての個人情報保護等に関する公的資格である JISQ15001（プライ

バシーマーク取得）に審査登録をし、更新実績があること。 

（６）綾部市暴力団等排除措置要綱（平成２３年綾部市告示第１０号）別表に掲

げる措置要件のいずれかに該当しないこと。 
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（７）国税及び本市市税を滞納していないこと。 

（８）本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（９）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）に抵触しないこと。 

 

５ スケジュール（予定） 

期   日  項   目  備   考  
令和６年５月１０日（金） 募集開始  ホームページ及び公告  

令和６年５月１７日（金） 質問書提出期限  電子メール  

令和６年５月２４日（金） 質問書回答期限  電子メール（必要に応じ

ホームページ）  

令和６年６月 ３日（月） 企画提案書等の提出期限  持参又は郵送  

令和６年６月 ７日（金） 審査（プレゼンテーション

及びヒアリング）  
綾部市役所  

令和６年６月１４日（金） 審査結果通知  郵送及び電子メール  

令和６年６月中旬  受託者決定・委託契約締結   

 

６ 要領等の配布 

要領、提出書類様式及び基本仕様書の配布方法については、応募者が本市ホー

ムページからダウンロードすることとする。 

 

７ 応募方法 

（１）提出書類、様式、提出部数等 

別添２「第５次綾部市地域福祉計画策定支援業務に関する公募型プロポー

ザルに係る提出書類等一覧」のとおり 

（２）提出方法等 

① 提出期限：令和６年６月３日（月）午後５時１５分【必着】 

② 提出方法：持参又は郵送による 

※持参による場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までとす

る。 

※郵送による場合は、書留郵便により、提出期限までに必着のこと。な

お、郵送により提出する旨を提出期限までに電話により連絡すること。 

 

③ 提出先：事務局 

〒623-8501 京都府綾部市若竹町８番地の 1 

      綾部市福祉部社会福祉課 担当 中尾 

      TEL：0773-42-4250  FAX：0773-42-8953 

      e-mail：shakaifukushi@city.ayabe.lg.jp 

 

 

８ 審査の概要 
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 （１）選定方法 

提出書類の審査に加え、プレゼンテーション及びヒアリングにより、委員

会において審査し、最高得点を得たものを優先交渉権者として選定する。 

応募者が遠方であるなど、やむを得ない理由があるときは Zoom によるプレ

ゼンテーション及びヒアリングを行うことがある。 

（２）応募者が１者となった場合でも業者選定を実施するものとする。 

（３）実施日 

令和６年６月７日（金） 

  ＊会場、時間等の詳細は、別途通知する。 

  通知予定日：令和６年６月３日（月） 

（４）時間配分 

   参加者ごとに約３０分間（機材設置、片付けの時間は別とする。） 

   ① 企画提案書等の説明・プレゼンテーション（２０分） 

   ② 質疑応答・ヒアリング（１０分） 

 （５）出席者 

    参加者ごとに３人以内とし、総括管理者は出席することが望ましい。 

 （６）その他 

    提案説明の際、プロジェクター等の使用は可能。プロジェクター及びスク

リーンは本市で用意する。パソコン等は各参加者で準備すること。 

 （７）審査基準 

①  審査項目・配点 

 

 

②審査項目ごとの採点基準 

項   目 配 点 

業務実施 

体制 

（５０点） 

①会社概要、規模 １０点 

②業務を行う者の資格、経歴、実績並びに実務実施能力 １０点  
③  提案業者の策定実績（地域福祉計画） ５点  
④提案業者の策定実績（第 3 期子ども・子育て支援事業

計画） 
５点  

⑤提案業者の策定実績（第 9 期介護保険事業計画） ５点  
⑥提案業者の策定実績（第 7 期障害福祉計画） ５点 

⑦個人情報 ５点 

⑧支援体制の専門性 ５点 

企画提案 

内容 

（５０点） 

⑨業務の推進・支援体制 １０点  
⑩業務の全体フロー、スケジュール １０点 

⑪本市の実態把握及び情報収集の手法 １０点 

⑫独自提案 １０点 

⑬法令例規との整合 ５点 

⑭見積金額 ５点 

 合   計 １００点 
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配 点 特に優れ

て い る 

優 れ て 

い  る 

普 通 やや劣る 劣 る 

１０点 １０ ８ ６ ４ ２ 

５点 ５ ４ ３ ２ １ 

 

（８）審査結果の通知 

   審査結果は、各応募者に対して文書及び電子メールで通知する。 

   ＊通知予定日：令和６年６月１４日（金） 

 

９ 契約の締結 

（１）８により選定された優先交渉権者と契約締結の交渉を行う。 

（２）本プロポーザルは、優先交渉権者の選定を目的に実施するものであり、契

約後の業務内容は必ずしも企画提案内容に沿って実施するものではない。契約

締結時において、優先交渉権者と本市との協議により改めて業務の詳細を定め

た仕様書を作成するものとする。 

  ＊この場合において、契約交渉が不調となった場合は、審査結果による得点

順位の上位の者から順に、契約締結の交渉を行う。 

 

10 企画提案書等の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。この場

合において、８により選定された優先交渉権者が無効となった場合は、審査結果に

よる得点順位を順次繰り上げる。 

（１）提出期限を過ぎて提出された場合 

（２）同一の者が２つ以上の提出書類を提出した場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）審査の公平性を害する行為があった場合 

（５）２の（４）の委託料上限額を超えた場合 

（６）応募資格の要件を満たさなくなった場合 

（７）提案に対して談合等、不正行為があった場合 

（８）その他委員会が不適切と認めた場合 

 

11 質問等の受付及び回答  

本業務の概要や要領、基本仕様書の内容等について、質問等がある場合は、以下

のとおり質問書を提出し、本市から回答する。 

（１）提出書類：質問書【様式９】 

（２）提出期限：令和６年５月１７日（金）午後５時１５分【必着】 

 （３）提出方法：事務局あて電子メールによる 

（shakaifukushi@city.ayabe.lg.jp） 

    ※メール送信後、事務局に送信確認の電話をすること。      

 （４）回答方法：電子メールアドレス宛ての返信メールによる 

 （５）回答期限：令和６年５月２４日（金） 

    ※質問等の内容について電話で確認することがある。 
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     （質問書には必ず電話番号を記載のこと。） 

※必要に応じ、質問等の内容を本市ホームページで公開することがある。 

 

12 その他 

（１）提出書類の作成、プレゼンテーション及びヒアリング等、本業務のプロポ

ーザルに要する費用は、応募者の負担とする。 

（２）提出された書類等は、審査に必要な範囲において、無償で複製することが

できるものとし、応募者に返却しない。 

（３）プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で行うが、提出書類は、公平

性、透明性及び客観性を期するため、公表することがある。 

（４）提出書類の受理後の差し替え、追加、削除等は原則として認めない。 

（５）企画提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。ただ

し、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であると

の本市の承認を得なければならない。 

（６）提出書類の受理後、やむを得ず応募を取りやめる場合については、辞退届

（様式任意）を必ず提出すること。 

 （７）電子メールの通信事故等について、本市はいかなる責任も負わない。 

 （８）審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

 

13 事務局（問い合わせ先） 

  〒623-8501 京都府綾部市若竹町８番地の 1 

  綾部市福祉保健部社会福祉課：担当 中尾 

TEL：0773-42-4250  FAX：0773-42-8953 

   e-mail：shakaifukushi@city.ayabe.lg.jp 

 

 

 

 

   

 

公　告

45

mailto:shakaifukushi@city.ayabe.lg.jp


綾部市公告第５１号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和６年５月１０日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 （以下掲示済）  
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綾部市公告第５２号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和６年５月１０日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
（以下掲示済） 
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綾部市公告５３号 

公  告  

 

下記森林について、森林経営管理法第４条第１項の規定により経営管理権集積計画を定

めたため、同法第７条第１項の規定により公告する。  

なお、定めた経営管理権集積計画については、下記場所において縦覧に供する。  

 

令和６年５月１３日  

綾部市長 山 崎 善 也    

 

記  

 

１ 経営管理権集積計画の対象森林  

 別紙のとおり  

 

２ 縦覧場所  

 綾部市林政課、綾部市ホームページ  

 

３ 本公告により、綾部市に経営管理権が、森林所有者に経営管理受益権がそれぞれ設定

される。  

以上

公　告
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  【
別

紙
】

 

番
号

 
大

字
 

字
 

地
番

 
林

班
 

小
班

 
地

目
 

面
積

 

（
h
a
）

 
現

況
樹

種
 

現
況

林
齢

 
経

営
管

理
権

の

存
続

期
間

 
備

考
 

集
0
4
-
0
0
1
 
五

泉
町

 
宮

ノ
奥

 
1
6
番

 
2
6
1
 

る
 

山
林

 
0
.
2
3
 

ス
ギ

/
ザ

ツ
 

4
3
 

1
5
年

 
 

 

集
0
4
-
0
0
2
 
五

泉
町

 
宮

ノ
奥

 
1
5
番

1
 

2
6
1
 

る
 

保
安

林
 

1
.
3
 

ス
ギ

/
ザ

ツ
 

6
2
 

1
5
年

 
 

 

集
0
4
-
0
0
3
 
五

泉
町

 
家

尻
 

2
0
番

1
 

不
明

 
不

明
 

山
林

 
0
.
1
3
 
 

ス
ギ

 
5
6
 

1
5
年

 
 

 

 

公　告
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１
　
個

別
事

項 大
　
字

字
地
　
番

1
五

泉
町

宮
ノ
奥

1
6
番

2
6
1

る
山

林
0
.2
3

ス
ギ
/
ザ
ツ

4
3

公
告

の
日

か
ら

2
0
3
9
/
3
/
3
1

(1
5
年

)

①
乙
は
新
規
に
作
業
道
を
作

設
し
、
特
殊
伐
採
に
よ
る
皆
伐

及
び
広
葉
樹
の
植
栽
を
実
施

す
る
。

②
伐
採
は
林
分
・林

地
の
状
態

を
把
握
し
た
う
え
で
、
生
物
多

様
性
及
び
山
地
崩
壊
等
の
災

害
リ
ス
ク
に
配
慮
し
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

③
計
画
存
続
中
は
年
に
一
度

以
上
生
育
状
況
の
確
認
を
実

施
す
る
。

該
当
な
し
。

経
営
管
理
権
に
基
づ
き
乙
が
実
施
す
る
間

伐
等
の
結
果
生
じ
た
木
材
の
販
売
に
よ
る
収

益
は
乙
の
も
の
と
し
、
経
営
管
理
に
要
し
た
経

費
に
充
当
す
る
。

面
積

（h
a）

（
住

所
又

は
所
在

地
）

乙
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
る
森
林
（A

)

経
営
管
理

権
の
始
期

経
営
管
理

権
の
存
続

期
間
(終

期
)

(B
)

経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容
（
C
)

木
材
の
販
売
に
よ
る
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要

す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
甲
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
(D
)

の
額
の
算
定
方
法

乙
が
甲
に
D
を
支
払

う
べ
き
時
期
、
相
手

方
及
び
方
法

備
考

番
号

所
　
　
　
在

林
班

小
班

地
目

現
況

樹
種

現
況

林
齢

経
　
　
営

　
　
管

　
　
理
　
　
権

　
　
集

　
　
積
　
　
計
　
　
画

整
理

番
号

集
0
4
-
0
0
1

経
営

管
理
権

の
設

定
を
受
け
る
市

町
村

（
乙

）

（
名
　
称

）
（
所

在
地

）

　
　
綾

部
市

長
　
　
山

　
崎

　
善

　
也

　
　
京

都
府

綾
部

市
若

竹
町

８
番

地
の
１

経
営

管
理
権

を
設

定
す
る
森

林
の

森
林

所
有
者

（
甲

）

（
氏
名

又
は
名

称
）

公　告
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大
　
字

字
地
　
番

1
五

泉
町

宮
ノ
奥

1
6
番

2
6
1

る
山

林
0
.2
3

ス
ギ
/
ザ
ツ

4
3

こ
の
計

画
に
同
意

す
る
。

権
利

の
設

定
を
受
け
る
市

町
村

（
乙

）
住

　
　
　
所

　
（
同

上
）

氏
名

　
　
綾
部

市
長

　
　
山

　
崎

　
善

　
也

印

権
利

を
設

定
す
る
森

林
の
森

林
所

有
者

（
甲

）
住

　
　
　
所

　
（
同

上
）

氏
名

森
林

所
有
者

（
甲

）
の
相

続
権

利
者

住
　
　
　
所

氏
名

印

（
１
）
　
こ
の
個

別
事

項
は
、
経

営
管

理
権

を
設

定
す
る
者
が
異

な
る
場

合
に
は
、
別
葉

と
す
る
こ
と
。

（
２
）
　
共

有
者

不
明
森

林
又

は
所

有
者

不
明
森

林
に
係

る
特

例
に
よ
り
定

め
る
場

合
は
、
特

例
手
続

に
よ
り
定

め
た
旨
が
分

か
る
書

類
を
添
付

す
る
こ
と
。
ま
た
、
森

林
所

有
者

が
変

更
と
な
っ
た

場
合

は
、
新

た
な
森

林
所

有
者

と
元
の
森

林
所

有
者

の
氏

名
、
住

所
が
記
載

さ
れ
た
書

類
を
添

付
す
る
こ
と
。

（
３
）
　
（
A
)欄

の
「
面

積
」
は
林
地

台
帳

に
記

載
さ
れ
た
地
番

ご
と
の
面

積
を
記
載

す
る
こ
と
と
し
、
林

地
台

帳
に
記

載
さ
れ

た
面
積

が
著

し
く
事
実

と
相

違
す
る
場

合
に
は
、
実
測

面
積

を
（
　
）
書

き

で
下
段

に
２
段

書
き
に
す
る
。
な
お
、
当

該
経

営
管

理
権
集

積
計

画
の
対
象

森
林

の
場

所
を
示

す
図

面
を
添

付
す
る
こ
と
と
し
、
１
筆

の
一

部
に
つ
い
て
経

営
管

理
権
が
設

定
さ
れ

る
場
合

に

は
当

該
部
分

を
特

定
す
る
こ
と
の
で
き
る
図

面
を
添
付

す
る
と
と
も
に
、
備

考
欄

に
そ
の
旨

を
記

載
す
る
こ
と
。

（
４
）
　
（
A
)欄

の
「
現

況
樹

種
」
及

び
「
現

況
林
齢

」
は
森

林
簿

に
記

載
さ
れ
た
内

容
を
記

載
す
る
こ
と
と
し
、
森

林
簿

と
異

な
る
場

合
は
（
　
）
書

き
で
下

段
に
２
段
書

き
に
す
る
こ
と
。

（
５
）
　
（
B
)欄

は
、
「
〇

年
」
又
は
「
〇
〇

年
〇

〇
月

〇
〇
日

ま
で
」
と
記
載

す
る
こ
と
。

　
（
記

載
注

意
）

乙
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
る
森
林
（A

)
経
営
管
理
権
を
設
定
す
る
森
林
の
甲
以
外
の
権
原
者
（E

)

備
考

番
号

所
　
　
　
在

林
班

小
班

地
目

面
積

（h
a）

現
況

樹
種

現
況

林
齢

住
所
又
は
所
在
地

氏
名
又
は
名
称

権
原
の
種
類

同
意
印

公　告
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こ
の
図
面
は
森
林
計
画
図
等
を
基
に
作
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
実
際
の
土
地
の
境
界
や
地
籍
の
大
き
さ
等
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

 集
0
4
-
0
0
1

図
面

番
号

1/
1

①
0.

23
 h

a

縮
尺

　
　

　
１

：
５
０

０
０

綾
部

市

整
理

番
号

　
宮

ノ
奥

1
6

公　告
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２
 

共
通

事
項
 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

定
め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

設
定

さ
れ

る
経
営

管
理

権
及

び
経

営
管

理
受
益

権
は

、
１

の
個

別
事

項
に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

（
１

）
 
 

経
営

管
理
権

に
基

づ
い

て
行

わ
れ
る

経
営

管
理

の
内

容
 

乙
は

、
１

の
個

別
事

項
に

記
載

さ
れ

た
森
林
（

以
下
「

当
該

森
林
」
と
い

う
。
）
の
経

営
管

理
の
た

め
、
１
の

個
別

事
項

に
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
保

育
間
伐

事
業

を
実

施
す
る
こ

と
。
 

（
２

）
 
 

受
託

者
の
義

務
 

乙
は

、
自

己
の

財
産

に
対

す
る

の
と
同

一
の

注
意

義
務

を
も

っ
て
経

営
管

理
を

行
う

義
務

を
負
う

。
 

（
３

）
 
 

経
営

管
理
権

の
対

象
と

す
る

森
林
 

当
該

森
林

に
あ

る
立

木
竹

は
、

甲
に
帰

属
す

る
。
 

（
４

）
 
 

経
営

管
理
権

及
び

経
営

管
理

受
益
権

 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

公
告
に

よ
り

、
乙

に
経

営
管

理
権
が

、
甲

に
経

営
管

理
受

益
権
が

、
そ

れ
ぞ

れ
設

定
さ

れ
る

。
 

乙
に

設
定

さ
れ

た
経

営
管

理
権

は
、
こ

の
公
告

の
後

に
お
い

て
当
該

森
林

の
森

林
所

有
者

と
な
っ

た
者
（

国
そ

の
他

の
森

林
経

営
管

理
法

施
行

規
則

に
定
め

ら
れ

た
者

を
除

く
。）

に
対

し
て

も
、

そ
の

効
力

が
あ

る
も
の

と
す

る
。
 

（
５

）
 
 

租
税

公
課
の

負
担
 

甲
は

、
経

営
管

理
権

の
目

的
物

に
対
す

る
固

定
資

産
税

そ
の

他
の
租

税
を

負
担

す
る

。
 

（
６

）
 
 

経
営

管
理
権

の
設

定
等

の
条

件
 

①
 
 

乙
は

、
甲
が

次
の

い
ず

れ
か

に
該
当

す
る

場
合

に
は

、
こ

の
経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

う
ち
当

該
森

林
に

係
る

部
分

を
取
り

消
す

こ
と

が
で

き
る

。
 

ア
 

甲
が

偽
り

そ
の

他
不

正
な

手
段
に

よ
り

乙
に

経
営

管
理

権
集
積

計
画

を
定

め
さ

せ
た

こ
と
が

判
明

し
た

場
合
 

イ
 

甲
が

当
該

森
林

に
係

る
権

原
を
有

し
な

く
な

っ
た

場
合

 

②
 
 

乙
は

、
災

害
そ

の
他

の
事
由

に
よ

り
当

該
森

林
に

お
い

て
（

１
）

に
掲
げ

る
事

項
を
実

施
す

る
こ

と
が

著
し

く
困
難

と
な

っ
た

と
き

は
、

気
象

災
等

に
よ

り
被

害
が

発
生
し

て
（

８
）

に
よ

り
復

旧
を

行
う

場
合
を

除
き

、
こ

の
経

営
管

理
権
集

積
計

画
の

う
ち

当
該

森
林
に

係
る

部
分

を
取

り
消

す
こ
と

が
で

き
る

。
 

③
 
甲

は
、

１
の
個

別
事

項
に

定
め

る
経
営

管
理

権
の

存
続

期
間

の
中
途

に
お

い
て

解
約

し
よ

う
と
す

る
場

合
は

、
乙

の
同

意
を
得

る
も

の
と

す
る

。
 

④
 
甲

及
び

乙
は
、

こ
の

経
営

管
理

権
集
積

計
画

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
設

定
さ

れ
る

経
営

管
理
権

に
関

す
る

事
項

は
変

更
し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

（
７

）
 
 
森

林
へ

の
立

入
り

等
 

①
 
 

乙
は

、
（
１

）
、（

８
）

に
掲
げ

る
事

項
の
実

施
の

た
め

必
要

が
あ
る

と
き

は
、

当
該

森
林

に
随
時

立
ち

入
り

、
若

し
く

は
乙
以

外
の

者
を

立
ち

入
ら

せ
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

②
 
 

乙
は

、
当

該
森

林
の

立
木
が

第
三

者
に

対
し

て
損

害
を

及
ぼ

す
お

そ
れ
が

あ
る

と
認
め

る
場

合
で

あ
っ

て
、

か
つ
第

三
者

か
ら

当
該

立
木

に
つ

い
て

除
去

等
を
行

い
た

い
旨

の
申

出
が

あ
る

場
合

に
は

、
第

三
者
が

当
該

立
木

に
つ

い
て

除
去
等

を
行

う
こ

と
を

認
め

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

（
８

）
 

災
害

等
に

よ
る

経
営

又
は
管

理
の

不
実

施
 

次
に

掲
げ

る
場

合
に

お
い

て
、（

１
）
に

掲
げ
る

事
項

を
実
施

す
る
予

定
の

森
林

に
つ

い
て
（
１

）
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

こ
と

が
不

可
能

又
は

不
適
当

に
な

っ
た

と
き

は
、

乙
は

、
当

該
事

項
の

一
部

又
は

全
部
を

実
施

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。
 

①
 
 

災
害

そ
の
他

の
原

因
に

よ
り

当
該
森

林
の

全
部

又
は

一
部

が
損
壊

し
た

と
き
 

②
 
 

路
網

の
損
壊

等
に

よ
り

当
該

森
林
へ

の
到

達
が

困
難

と
な

っ
た
と

き
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③
 
 

当
該

森
林
の

土
地

が
公

用
、

公
共
用

又
は

公
益

事
業

の
用

に
供
さ

れ
る

と
き
 

 （
９

）
 

損
害

の
賠

償
 

①
 

乙
は

、
乙

の
責

め
に

帰
す

べ
き
事

由
に

よ
っ

て
甲

に
不

利
益
を

生
じ

さ
せ

た
と

き
に

は
、
そ

の
不

利
益

に
相

当
す

る
額

を
支
払

う
も

の
と

す
る

。
 

②
 

乙
の

責
め

に
帰

す
こ

と
の

で
き
な

い
事

由
に

よ
っ

て
甲

に
不
利

益
が

生
じ

た
と

き
は

、
乙
は

損
害

賠
償

責
任

を
負

わ
な

い
。
 

（
1
0
）
経

営
管

理
権

の
存

続
期

間
の

満
了
時

及
び

消
滅

時
に

お
け
る

清
算

の
方

法
 

経
営

管
理

権
の

存
続

期
間

の
満

了
し
た

場
合

に
お

い
て

、
甲

と
乙
と

の
間

で
金

銭
の

支
払

は
生
じ

な
い

と
と

も
に

、
立

木
の

所
有
権

は
甲

に
帰

属
す

る
も
の

と
す

る
。
 

（
1
1
）
甲

の
通

知
及

び
届

出
 

①
 
甲

は
、

当
該
森

林
に

つ
い

て
、

第
三
者

に
権

利
を

移
転

若
し

く
は
設

定
す

る
場

合
に

は
、

あ
ら
か

じ
め

乙
に

そ
の

旨
を

通
知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

②
 
甲

及
び

甲
の
相

続
人
又

は
受

遺
者

は
、

当
該

森
林
に

つ
い
て

権
利

の
喪
失

が
あ

っ
た

場
合

、
甲

が
住
所

又
は
名

称
を
変

更
し

た
場

合
、

甲
が

死
亡

し
た

場
合

そ
の

他
当
該

経
営

管
理

権
 

集
積

計
画

を
変

更
す

る
必

要
が

あ
る
場

合
は

遅
延

な
く

乙
に

申
し
出

る
も

の
と

す
る

。
 

（
1
2
）
そ

の
他
 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
に

定
め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

経
営
管

理
権

集
積

計
画

に
疑

義
が
生

じ
た

と
き

は
、

甲
、

乙
が

協
議
し

て
定

め
る

。
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１
　
個

別
事

項 大
　
字

字
地
　
番

1
五

泉
町

宮
ノ
奥

1
5
番

1
2
6
1

る
保

安
林

1
.3
0

ス
ギ
/
ザ

ツ
6
2

公
告

の
日

か
ら

2
0
3
9
/
3
/
3
1

(1
5
年

)

①
乙
は
新
規
に
作
業
道
を
作

設
し
、
特
殊
伐
採
に
よ
る
皆
伐

及
び
広
葉
樹
の
植
栽
を
実
施

す
る
。

②
伐
採
は
林
分
・林

地
の
状
態

を
把
握
し
た
う
え
で
、
生
物
多

様
性
及
び
山
地
崩
壊
等
の
災

害
リ
ス
ク
に
配
慮
し
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

③
計
画
存
続
中
は
年
に
一
度

以
上
生
育
状
況
の
確
認
を
実

施
す
る
。

該
当
な
し
。

経
営
管
理
権
に
基
づ
き
乙
が
実
施
す
る
間

伐
等
の
結
果
生
じ
た
木
材
の
販
売
に
よ
る
収

益
は
乙
の
も
の
と
し
、
経
営
管
理
に
要
し
た
経

費
に
充
当
す
る
。

面
積

（h
a）

（
住

所
又

は
所
在

地
）

乙
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
る
森
林
（A

)

経
営
管
理

権
の
始
期

経
営
管
理

権
の
存
続

期
間
(終

期
)

(B
)

経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容
（
C
)

木
材
の
販
売
に
よ
る
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要

す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
甲
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
(D
)

の
額
の
算
定
方
法

乙
が
甲
に
D
を
支
払

う
べ
き
時
期
、
相
手

方
及
び
方
法

備
考

番
号

所
　
　
　
在

林
班

小
班

地
目

現
況

樹
種

現
況

林
齢

経
　
　
営

　
　
管

　
　
理
　
　
権

　
　
集

　
　
積
　
　
計
　
　
画

整
理

番
号

集
0
4
-
0
0
2

経
営

管
理
権

の
設

定
を
受
け
る
市

町
村

（
乙

）

（
名
　
称

）
（
所

在
地

）

　
　
綾

部
市

長
　
　
山

　
崎

　
善

　
也

　
　
京

都
府

綾
部

市
若

竹
町

８
番

地
の
１

経
営

管
理
権

を
設

定
す
る
森

林
の

森
林

所
有
者

（
甲

）

（
氏
名

又
は
名

称
）
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大
　
字

字
地
　
番

1
五

泉
町

宮
ノ
奥

1
5
番

1
2
6
1

る
保

安
林

1
.3
0

ス
ギ
/
ザ

ツ
6
2

こ
の
計

画
に
同
意

す
る
。

権
利

の
設

定
を
受
け
る
市

町
村

（
乙

）
住

　
　
　
所

　
（
同

上
）

氏
名

　
　
綾
部

市
長

　
　
山

　
崎

　
善

　
也

印

権
利

を
設

定
す
る
森

林
の
森

林
所

有
者

（
甲

）
住

　
　
　
所

　
（
同

上
）

氏
名

森
林

所
有
者

（
甲

）
の
相

続
権

利
者

住
　
　
　
所

氏
名

印

（
１
）
　
こ
の
個

別
事

項
は
、
経

営
管

理
権

を
設

定
す
る
者
が
異

な
る
場

合
に
は
、
別
葉

と
す
る
こ
と
。

（
２
）
　
共

有
者

不
明
森

林
又

は
所

有
者

不
明
森

林
に
係

る
特

例
に
よ
り
定

め
る
場

合
は
、
特

例
手
続

に
よ
り
定

め
た
旨
が
分

か
る
書

類
を
添
付

す
る
こ
と
。
ま
た
、
森

林
所

有
者

が
変

更
と
な
っ
た

場
合

は
、
新

た
な
森

林
所

有
者

と
元
の
森

林
所

有
者

の
氏

名
、
住

所
が
記
載

さ
れ
た
書

類
を
添

付
す
る
こ
と
。

（
３
）
　
（
A
)欄

の
「
面

積
」
は
林
地

台
帳

に
記

載
さ
れ
た
地
番

ご
と
の
面

積
を
記
載

す
る
こ
と
と
し
、
林

地
台

帳
に
記

載
さ
れ

た
面
積

が
著

し
く
事
実

と
相

違
す
る
場

合
に
は
、
実
測

面
積

を
（
　
）
書

き

で
下
段

に
２
段

書
き
に
す
る
。
な
お
、
当

該
経

営
管

理
権
集

積
計

画
の
対
象

森
林

の
場

所
を
示

す
図

面
を
添

付
す
る
こ
と
と
し
、
１
筆

の
一

部
に
つ
い
て
経

営
管

理
権
が
設

定
さ
れ

る
場
合

に

は
当

該
部
分

を
特

定
す
る
こ
と
の
で
き
る
図

面
を
添
付

す
る
と
と
も
に
、
備

考
欄

に
そ
の
旨

を
記

載
す
る
こ
と
。

（
４
）
　
（
A
)欄

の
「
現

況
樹

種
」
及

び
「
現

況
林
齢

」
は
森

林
簿

に
記

載
さ
れ
た
内

容
を
記

載
す
る
こ
と
と
し
、
森

林
簿

と
異

な
る
場

合
は
（
　
）
書

き
で
下

段
に
２
段
書

き
に
す
る
こ
と
。

（
５
）
　
（
B
)欄

は
、
「
〇

年
」
又
は
「
〇
〇

年
〇

〇
月

〇
〇
日

ま
で
」
と
記
載

す
る
こ
と
。

　
（
記

載
注

意
）

乙
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
る
森
林
（A

)
経
営
管
理
権
を
設
定
す
る
森
林
の
甲
以
外
の
権
原
者
（E

)

備
考

番
号

所
　
　
　
在

林
班

小
班

地
目

面
積

（h
a）

現
況

樹
種

現
況

林
齢

住
所
又
は
所
在
地

氏
名
又
は
名
称

権
原
の
種
類

同
意
印

公　告
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こ
の
図
面
は
森
林
計
画
図
等
を
基
に
作
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
実
際
の
土
地
の
境
界
や
地
籍
の
大
き
さ
等
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

 集
0
4
-
0
0
2

図
面

番
号

1/
1

①
1.

30
 h

a
　
宮

ノ
奥

1
5
番

1

縮
尺

　
　

　
１
：
５

０
０
０

綾
部

市

整
理

番
号

公　告
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２
 

共
通

事
項
 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

定
め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

設
定

さ
れ

る
経
営

管
理

権
及

び
経

営
管

理
受
益

権
は

、
１

の
個

別
事

項
に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

（
１

）
 
 

経
営

管
理
権

に
基

づ
い

て
行

わ
れ
る

経
営

管
理

の
内

容
 

乙
は

、
１

の
個

別
事

項
に

記
載

さ
れ

た
森
林
（

以
下
「

当
該

森
林
」
と
い

う
。
）
の
経

営
管

理
の
た

め
、
１
の

個
別

事
項

に
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
保

育
間
伐

事
業

を
実

施
す
る
こ

と
。
 

（
２

）
 
 

受
託

者
の
義

務
 

乙
は

、
自

己
の

財
産

に
対

す
る

の
と
同

一
の

注
意

義
務

を
も

っ
て
経

営
管

理
を

行
う

義
務

を
負
う

。
 

（
３

）
 
 

経
営

管
理
権

の
対

象
と

す
る

森
林
 

当
該

森
林

に
あ

る
立

木
竹

は
、

甲
に
帰

属
す

る
。
 

（
４

）
 
 

経
営

管
理
権

及
び

経
営

管
理

受
益
権

 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

公
告
に

よ
り

、
乙

に
経

営
管

理
権
が

、
甲

に
経

営
管

理
受

益
権
が

、
そ

れ
ぞ

れ
設

定
さ

れ
る

。
 

乙
に

設
定

さ
れ

た
経

営
管

理
権

は
、
こ

の
公
告

の
後

に
お
い

て
当
該

森
林

の
森

林
所

有
者

と
な
っ

た
者
（

国
そ

の
他

の
森

林
経

営
管

理
法

施
行

規
則

に
定
め

ら
れ

た
者

を
除

く
。）

に
対

し
て

も
、

そ
の

効
力

が
あ

る
も
の

と
す

る
。
 

（
５

）
 
 

租
税

公
課
の

負
担
 

甲
は

、
経

営
管

理
権

の
目

的
物

に
対
す

る
固

定
資

産
税

そ
の

他
の
租

税
を

負
担

す
る

。
 

（
６

）
 
 

経
営

管
理
権

の
設

定
等

の
条

件
 

①
 
 

乙
は

、
甲
が

次
の

い
ず

れ
か

に
該
当

す
る

場
合

に
は

、
こ

の
経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

う
ち
当

該
森

林
に

係
る

部
分

を
取
り

消
す

こ
と

が
で

き
る

。
 

ア
 

甲
が

偽
り

そ
の

他
不

正
な

手
段
に

よ
り

乙
に

経
営

管
理

権
集
積

計
画

を
定

め
さ

せ
た

こ
と
が

判
明

し
た

場
合
 

イ
 

甲
が

当
該

森
林

に
係

る
権

原
を
有

し
な

く
な

っ
た

場
合

 

②
 
 

乙
は

、
災

害
そ

の
他

の
事
由

に
よ

り
当

該
森

林
に

お
い

て
（

１
）

に
掲
げ

る
事

項
を
実

施
す

る
こ

と
が

著
し

く
困
難

と
な

っ
た

と
き

は
、

気
象

災
等

に
よ

り
被

害
が

発
生
し

て
（

８
）

に
よ

り
復

旧
を

行
う

場
合
を

除
き

、
こ

の
経

営
管

理
権
集

積
計

画
の

う
ち

当
該

森
林
に

係
る

部
分

を
取

り
消

す
こ
と

が
で

き
る

。
 

③
 
甲

は
、

１
の
個

別
事

項
に

定
め

る
経
営

管
理

権
の

存
続

期
間

の
中
途

に
お

い
て

解
約

し
よ

う
と
す

る
場

合
は

、
乙

の
同

意
を
得

る
も

の
と

す
る

。
 

④
 
甲

及
び

乙
は
、

こ
の

経
営

管
理

権
集
積

計
画

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
設

定
さ

れ
る

経
営

管
理
権

に
関

す
る

事
項

は
変

更
し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

（
７

）
 
 
森

林
へ

の
立

入
り

等
 

①
 
 

乙
は

、
（
１

）
、（

８
）

に
掲
げ

る
事

項
の
実

施
の

た
め

必
要

が
あ
る

と
き

は
、

当
該

森
林

に
随
時

立
ち

入
り

、
若

し
く

は
乙
以

外
の

者
を

立
ち

入
ら

せ
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

②
 
 

乙
は

、
当

該
森

林
の

立
木
が

第
三

者
に

対
し

て
損

害
を

及
ぼ

す
お

そ
れ
が

あ
る

と
認
め

る
場

合
で

あ
っ

て
、

か
つ
第

三
者

か
ら

当
該

立
木

に
つ

い
て

除
去

等
を
行

い
た

い
旨

の
申

出
が

あ
る

場
合

に
は

、
第

三
者
が

当
該

立
木

に
つ

い
て

除
去
等

を
行

う
こ

と
を

認
め

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

（
８

）
 

災
害

等
に

よ
る

経
営

又
は
管

理
の

不
実

施
 

次
に

掲
げ

る
場

合
に

お
い

て
、（

１
）
に

掲
げ
る

事
項

を
実
施

す
る
予

定
の

森
林

に
つ

い
て
（
１

）
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

こ
と

が
不

可
能

又
は

不
適
当

に
な

っ
た

と
き

は
、

乙
は

、
当

該
事

項
の

一
部

又
は

全
部
を

実
施

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。
 

①
 
 

災
害

そ
の
他

の
原

因
に

よ
り

当
該
森

林
の

全
部

又
は

一
部

が
損
壊

し
た

と
き
 

②
 
 

路
網

の
損
壊

等
に

よ
り

当
該

森
林
へ

の
到

達
が

困
難

と
な

っ
た
と

き
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③
 
 

当
該

森
林
の

土
地

が
公

用
、

公
共
用

又
は

公
益

事
業

の
用

に
供
さ

れ
る

と
き
 

 （
９

）
 

損
害

の
賠

償
 

①
 

乙
は

、
乙

の
責

め
に

帰
す

べ
き
事

由
に

よ
っ

て
甲

に
不

利
益
を

生
じ

さ
せ

た
と

き
に

は
、
そ

の
不

利
益

に
相

当
す

る
額

を
支
払

う
も

の
と

す
る

。
 

②
 

乙
の

責
め

に
帰

す
こ

と
の

で
き
な

い
事

由
に

よ
っ

て
甲

に
不
利

益
が

生
じ

た
と

き
は

、
乙
は

損
害

賠
償

責
任

を
負

わ
な

い
。
 

（
1
0
）
経

営
管

理
権

の
存

続
期

間
の

満
了
時

及
び

消
滅

時
に

お
け
る

清
算

の
方

法
 

経
営

管
理

権
の

存
続

期
間

の
満

了
し
た

場
合

に
お

い
て

、
甲

と
乙
と

の
間

で
金

銭
の

支
払

は
生
じ

な
い

と
と

も
に

、
立

木
の

所
有
権

は
甲

に
帰

属
す

る
も
の

と
す

る
。
 

（
1
1
）
甲

の
通

知
及

び
届

出
 

①
 
甲

は
、

当
該
森

林
に

つ
い

て
、

第
三
者

に
権

利
を

移
転

若
し

く
は
設

定
す

る
場

合
に

は
、

あ
ら
か

じ
め

乙
に

そ
の

旨
を

通
知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

②
 
甲

及
び

甲
の
相

続
人
又

は
受

遺
者

は
、

当
該

森
林
に

つ
い
て

権
利

の
喪
失

が
あ

っ
た

場
合

、
甲

が
住
所

又
は
名

称
を
変

更
し

た
場

合
、

甲
が

死
亡

し
た

場
合

そ
の

他
当
該

経
営

管
理

権
 

集
積

計
画

を
変

更
す

る
必

要
が

あ
る
場

合
は

遅
延

な
く

乙
に

申
し
出

る
も

の
と

す
る

。
 

（
1
2
）
そ

の
他
 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
に

定
め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

経
営
管

理
権

集
積

計
画

に
疑

義
が
生

じ
た

と
き

は
、

甲
、

乙
が

協
議
し

て
定

め
る

。
 

公　告

59



１
　
個

別
事

項 大
　
字

字
地
　
番

1
五

泉
町

家
尻

2
0
番

1
-

-
山

林
0
.1
3

ス
ギ

5
6

公
告

の
日

か
ら

2
0
3
9
/
3
/
3
1

(1
5
年

)

①
乙
は
新
規
に
作
業
道
を
作

設
し
、
特
殊
伐
採
に
よ
る
皆
伐

及
び
広
葉
樹
の
植
栽
を
実
施

す
る
。

②
伐
採
は
林
分
・林

地
の
状
態

を
把
握
し
た
う
え
で
、
生
物
多

様
性
及
び
山
地
崩
壊
等
の
災

害
リ
ス
ク
に
配
慮
し
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

③
計
画
存
続
中
は
年
に
一
度

以
上
生
育
状
況
の
確
認
を
実

施
す
る
。

該
当
な
し
。

経
営
管
理
権
に
基
づ
き
乙
が
実
施
す
る
間

伐
等
の
結
果
生
じ
た
木
材
の
販
売
に
よ
る
収

益
は
乙
の
も
の
と
し
、
経
営
管
理
に
要
し
た
経

費
に
充
当
す
る
。

面
積

（h
a）

（
住

所
又

は
所
在

地
）

乙
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
る
森
林
（A

)

経
営
管
理

権
の
始
期

経
営
管
理

権
の
存
続

期
間
(終

期
)

(B
)

経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容
（
C
)

木
材
の
販
売
に
よ
る
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要

す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
甲
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
(D
)

の
額
の
算
定
方
法

乙
が
甲
に
D
を
支
払

う
べ
き
時
期
、
相
手

方
及
び
方
法

備
考

番
号

所
　
　
　
在

林
班

小
班

地
目

現
況

樹
種

現
況

林
齢

経
　
　
営

　
　
管

　
　
理
　
　
権

　
　
集

　
　
積
　
　
計
　
　
画

整
理

番
号

集
0
4
-
0
0
3

経
営

管
理
権

の
設

定
を
受
け
る
市

町
村

（
乙

）

（
名
　
称

）
（
所

在
地

）

　
　
綾

部
市

長
　
　
山

　
崎

　
善

　
也

　
　
京

都
府

綾
部

市
若

竹
町

８
番

地
の
１

経
営

管
理
権

を
設

定
す
る
森

林
の

森
林

所
有
者

（
甲

）

（
氏
名

又
は
名

称
）
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大
　
字

字
地
　
番

1
五

泉
町

家
尻

2
0
番

1
-

-
山

林
0
.1
3

ス
ギ

5
6

こ
の
計

画
に
同
意

す
る
。

権
利

の
設

定
を
受
け
る
市

町
村

（
乙

）
住

　
　
　
所

　
（
同

上
）

氏
名

　
　
綾
部

市
長

　
　
山

　
崎

　
善

　
也

印

権
利

を
設

定
す
る
森

林
の
森

林
所

有
者

（
甲

）
住

　
　
　
所

　
（
同

上
）

氏
名

森
林

所
有
者

（
甲

）
の
相

続
権

利
者

住
　
　
　
所

氏
名

印

（
１
）
　
こ
の
個

別
事

項
は
、
経

営
管

理
権

を
設

定
す
る
者
が
異

な
る
場

合
に
は
、
別
葉

と
す
る
こ
と
。

（
２
）
　
共

有
者

不
明
森

林
又

は
所

有
者

不
明
森

林
に
係

る
特

例
に
よ
り
定

め
る
場

合
は
、
特

例
手
続

に
よ
り
定

め
た
旨
が
分

か
る
書

類
を
添
付

す
る
こ
と
。
ま
た
、
森

林
所

有
者

が
変

更
と
な
っ
た

場
合

は
、
新

た
な
森

林
所

有
者

と
元
の
森

林
所

有
者

の
氏

名
、
住

所
が
記
載

さ
れ
た
書

類
を
添

付
す
る
こ
と
。

（
３
）
　
（
A
)欄

の
「
面

積
」
は
林
地

台
帳

に
記

載
さ
れ
た
地
番

ご
と
の
面

積
を
記
載

す
る
こ
と
と
し
、
林

地
台

帳
に
記

載
さ
れ

た
面
積

が
著

し
く
事
実

と
相

違
す
る
場

合
に
は
、
実
測

面
積

を
（
　
）
書

き

で
下
段

に
２
段

書
き
に
す
る
。
な
お
、
当

該
経

営
管

理
権
集

積
計

画
の
対
象

森
林

の
場

所
を
示

す
図

面
を
添

付
す
る
こ
と
と
し
、
１
筆

の
一

部
に
つ
い
て
経

営
管

理
権
が
設

定
さ
れ

る
場
合

に

は
当

該
部
分

を
特

定
す
る
こ
と
の
で
き
る
図

面
を
添
付

す
る
と
と
も
に
、
備

考
欄

に
そ
の
旨

を
記

載
す
る
こ
と
。

（
４
）
　
（
A
)欄

の
「
現

況
樹

種
」
及

び
「
現

況
林
齢

」
は
森

林
簿

に
記

載
さ
れ
た
内

容
を
記

載
す
る
こ
と
と
し
、
森

林
簿

と
異

な
る
場

合
は
（
　
）
書

き
で
下

段
に
２
段
書

き
に
す
る
こ
と
。

（
５
）
　
（
B
)欄

は
、
「
〇

年
」
又
は
「
〇
〇

年
〇

〇
月

〇
〇
日

ま
で
」
と
記
載

す
る
こ
と
。

　
（
記

載
注

意
）

乙
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
る
森
林
（A

)
経
営
管
理
権
を
設
定
す
る
森
林
の
甲
以
外
の
権
原
者
（E

)

備
考

番
号

所
　
　
　
在

林
班

小
班

地
目

面
積

（h
a）

現
況

樹
種

現
況

林
齢

住
所
又
は
所
在
地

氏
名
又
は
名
称

権
原
の
種
類

同
意
印

公　告
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こ
の
図
面
は
森
林
計
画
図
等
を
基
に
作
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
実
際
の
土
地
の
境
界
や
地
籍
の
大
き
さ
等
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

 集
0
4
-
0
0
3

図
面

番
号

1/
1

①
0.

13
 h

a

綾
部

市

整
理

番
号

　
家

尻
2
0
番

1

縮
尺

　
　
　

１
：
５
０

０
０

公　告
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２
 

共
通

事
項
 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

定
め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

設
定

さ
れ

る
経
営

管
理

権
及

び
経

営
管

理
受
益

権
は

、
１

の
個

別
事

項
に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

（
１

）
 
 

経
営

管
理
権

に
基

づ
い

て
行

わ
れ
る

経
営

管
理

の
内

容
 

乙
は

、
１

の
個

別
事

項
に

記
載

さ
れ

た
森
林
（

以
下
「

当
該

森
林
」
と
い

う
。
）
の
経

営
管

理
の
た

め
、
１
の

個
別

事
項

に
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
保

育
間
伐

事
業

を
実

施
す
る
こ

と
。
 

（
２

）
 
 

受
託

者
の
義

務
 

乙
は

、
自

己
の

財
産

に
対

す
る

の
と
同

一
の

注
意

義
務

を
も

っ
て
経

営
管

理
を

行
う

義
務

を
負
う

。
 

（
３

）
 
 

経
営

管
理
権

の
対

象
と

す
る

森
林
 

当
該

森
林

に
あ

る
立

木
竹

は
、

甲
に
帰

属
す

る
。
 

（
４

）
 
 

経
営

管
理
権

及
び

経
営

管
理

受
益
権

 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

公
告
に

よ
り

、
乙

に
経

営
管

理
権
が

、
甲

に
経

営
管

理
受

益
権
が

、
そ

れ
ぞ

れ
設

定
さ

れ
る

。
 

乙
に

設
定

さ
れ

た
経

営
管

理
権

は
、
こ

の
公
告

の
後

に
お
い

て
当
該

森
林

の
森

林
所

有
者

と
な
っ

た
者
（

国
そ

の
他

の
森

林
経

営
管

理
法

施
行

規
則

に
定
め

ら
れ

た
者

を
除

く
。）

に
対

し
て

も
、

そ
の

効
力

が
あ

る
も
の

と
す

る
。
 

（
５

）
 
 

租
税

公
課
の

負
担
 

甲
は

、
経

営
管

理
権

の
目

的
物

に
対
す

る
固

定
資

産
税

そ
の

他
の
租

税
を

負
担

す
る

。
 

（
６

）
 
 

経
営

管
理
権

の
設

定
等

の
条

件
 

①
 
 

乙
は

、
甲
が

次
の

い
ず

れ
か

に
該
当

す
る

場
合

に
は

、
こ

の
経
営

管
理

権
集

積
計

画
の

う
ち
当

該
森

林
に

係
る

部
分

を
取
り

消
す

こ
と

が
で

き
る

。
 

ア
 

甲
が

偽
り

そ
の

他
不

正
な

手
段
に

よ
り

乙
に

経
営

管
理

権
集
積

計
画

を
定

め
さ

せ
た

こ
と
が

判
明

し
た

場
合
 

イ
 

甲
が

当
該

森
林

に
係

る
権

原
を
有

し
な

く
な

っ
た

場
合

 

②
 
 

乙
は

、
災

害
そ

の
他

の
事
由

に
よ

り
当

該
森

林
に

お
い

て
（

１
）

に
掲
げ

る
事

項
を
実

施
す

る
こ

と
が

著
し

く
困
難

と
な

っ
た

と
き

は
、

気
象

災
等

に
よ

り
被

害
が

発
生
し

て
（

８
）

に
よ

り
復

旧
を

行
う

場
合
を

除
き

、
こ

の
経

営
管

理
権
集

積
計

画
の

う
ち

当
該

森
林
に

係
る

部
分

を
取

り
消

す
こ
と

が
で

き
る

。
 

③
 
甲

は
、

１
の
個

別
事

項
に

定
め

る
経
営

管
理

権
の

存
続

期
間

の
中
途

に
お

い
て

解
約

し
よ

う
と
す

る
場

合
は

、
乙

の
同

意
を
得

る
も

の
と

す
る

。
 

④
 
甲

及
び

乙
は
、

こ
の

経
営

管
理

権
集
積

計
画

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
設

定
さ

れ
る

経
営

管
理
権

に
関

す
る

事
項

は
変

更
し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

（
７

）
 
 
森

林
へ

の
立

入
り

等
 

①
 
 

乙
は

、
（
１

）
、（

８
）

に
掲
げ

る
事

項
の
実

施
の

た
め

必
要

が
あ
る

と
き

は
、

当
該

森
林

に
随
時

立
ち

入
り

、
若

し
く

は
乙
以

外
の

者
を

立
ち

入
ら

せ
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

②
 
 

乙
は

、
当

該
森

林
の

立
木
が

第
三

者
に

対
し

て
損

害
を

及
ぼ

す
お

そ
れ
が

あ
る

と
認
め

る
場

合
で

あ
っ

て
、

か
つ
第

三
者

か
ら

当
該

立
木

に
つ

い
て

除
去

等
を
行

い
た

い
旨

の
申

出
が

あ
る

場
合

に
は

、
第

三
者
が

当
該

立
木

に
つ

い
て

除
去
等

を
行

う
こ

と
を

認
め

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

（
８

）
 

災
害

等
に

よ
る

経
営

又
は
管

理
の

不
実

施
 

次
に

掲
げ

る
場

合
に

お
い

て
、（

１
）
に

掲
げ
る

事
項

を
実
施

す
る
予

定
の

森
林

に
つ

い
て
（
１

）
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す
る

こ
と

が
不

可
能

又
は

不
適
当

に
な

っ
た

と
き

は
、

乙
は

、
当

該
事

項
の

一
部

又
は

全
部
を

実
施

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。
 

①
 
 

災
害

そ
の
他

の
原

因
に

よ
り

当
該
森

林
の

全
部

又
は

一
部

が
損
壊

し
た

と
き
 

②
 
 

路
網

の
損
壊

等
に

よ
り

当
該

森
林
へ

の
到

達
が

困
難

と
な

っ
た
と

き
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③
 
 

当
該

森
林
の

土
地

が
公

用
、

公
共
用

又
は

公
益

事
業

の
用

に
供
さ

れ
る

と
き
 

 （
９

）
 

損
害

の
賠

償
 

①
 

乙
は

、
乙

の
責

め
に

帰
す

べ
き
事

由
に

よ
っ

て
甲

に
不

利
益
を

生
じ

さ
せ

た
と

き
に

は
、
そ

の
不

利
益

に
相

当
す

る
額

を
支
払

う
も

の
と

す
る

。
 

②
 

乙
の

責
め

に
帰

す
こ

と
の

で
き
な

い
事

由
に

よ
っ

て
甲

に
不
利

益
が

生
じ

た
と

き
は

、
乙
は

損
害

賠
償

責
任

を
負

わ
な

い
。
 

（
1
0
）
経

営
管

理
権

の
存

続
期

間
の

満
了
時

及
び

消
滅

時
に

お
け
る

清
算

の
方

法
 

経
営

管
理

権
の

存
続

期
間

の
満

了
し
た

場
合

に
お

い
て

、
甲

と
乙
と

の
間

で
金

銭
の

支
払

は
生
じ

な
い

と
と

も
に

、
立

木
の

所
有
権

は
甲

に
帰

属
す

る
も
の

と
す

る
。
 

（
1
1
）
甲

の
通

知
及

び
届

出
 

①
 
甲

は
、

当
該
森

林
に

つ
い

て
、

第
三
者

に
権

利
を

移
転

若
し

く
は
設

定
す

る
場

合
に

は
、

あ
ら
か

じ
め

乙
に

そ
の

旨
を

通
知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

②
 
甲

及
び

甲
の
相

続
人
又

は
受

遺
者

は
、

当
該

森
林
に

つ
い
て

権
利

の
喪
失

が
あ

っ
た

場
合

、
甲

が
住
所

又
は
名

称
を
変

更
し

た
場

合
、

甲
が

死
亡

し
た

場
合

そ
の

他
当
該

経
営

管
理

権
 

集
積

計
画

を
変

更
す

る
必

要
が

あ
る
場

合
は

遅
延

な
く

乙
に

申
し
出

る
も

の
と

す
る

。
 

（
1
2
）
そ

の
他
 

こ
の

経
営

管
理

権
集

積
計

画
に

定
め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

経
営
管

理
権

集
積

計
画

に
疑

義
が
生

じ
た

と
き

は
、

甲
、

乙
が

協
議
し

て
定

め
る

。
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綾部市公告第５４号 

 

市民活動拠点施設（仮称）整備事業、市民活動拠点施設（仮称）整備工事（建築本体

工事）に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は

申請してください。なお、この工事の入札は電子入札による公募型指名競争入札とします。 

 

令和６年５月１４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 工事概要 

 （１）工事番号  第５０６ １５号 

（２）工 事 名  市民活動拠点施設（仮称）整備工事（建築本体工事） 

 （３）工事場所  綾部市新宮町（別添位置図参照） 

 （４）工事内容   本工事は、市民活動拠点施設（仮称）を整備するため、建築工事、

機械設備工事及び昇降機設備工事を行うものです。隣接する住宅や

通学路等との関係から、工程や安全確保について万全の配慮が必要

です。 

 （５）工事概要  旧図書館整備 改修面積 ６１４．５㎡ 

          上記にかかる建築工事、機械設備工事及び昇降機設備工事 一式 

 （６）予定工期  令和６年６月１１日から 

令和７年２月 ５日まで（２４０日間） 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加申請に基づき、

本市が資格認定した者とします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものでないこと。 

（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿に建築工事のＡ等級で

登録されており、令和６年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者であること。また、申請日時点において綾部市の指名停止又は市が締結する契

約等からの除外措置を受けていないこと。 

（３）建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可を建築工事について受けてい

るものであること。 

（４）令和６年度の指名競争入札参加資格審査結果通知書で、建築工事の総合評点が

７５０点以上であること。 

（５）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６５点に満たない評定を受けていないこ

と。  
（６）請負金額５，０００万円以上（合併発注や特命随契との合計額でも可）の建築
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工事の施工実績を有していること。ただし、この施工実績は公共工事で申請者の

元請実績とし、民間工事や下請実績は認めません。また、この施工実績はコリン

ズ又は請負契約書などで確認できること。 

（７）建築工事に係る技術者を、監理技術者として工事現場に専任で配置し得ること。 

（８）配置予定とする現場代理人の技術資格・工事経験については問わないが、現場

代理人、監理技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるこ

と。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この公募型指名競争入札参加

申請書の申請日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

（９）各営業所における専任の技術者は、本工事の監理技術者にはなれません。 

 

３ 提出書類 

 （１）公募型指名競争入札参加申請書 

   ・電子入札システムから公募型指名競争入札参加申請書を提出すること。ただし、

紙入札希望業者は、「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「公募

型指名競争入札参加申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出す

ること。 

 （２）技術資料及び資格者証等の写し 

   ・電子入札システムで、公募型指名競争入札参加申請書の添付資料に技術資料及

び資格者証の写しを添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量

については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

紙入札希望業者は、（１）の承諾願及び申請書とともに「技術資料」（別記様式―

３）及び資格者証の写しを監理課へ持参により提出すること。 

   ・「同種工事又は類似工事の施工実績」には、２（６）に該当する工事を記載し、

資料としてコリンズ又は請負契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を添

付すること。（コリンズを添付する場合は請負契約書等の写しは不要とします。） 

   ・「当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者の資格」には、それぞれ配置予

定者について記載することとし、監理技術者の法令による免許欄には、２（７）

に該当する技術資格を記載し、資料として技術者証の写しを添付すること。 

   ・２（８）を確認する資料として、所属建設業者と直接的な雇用の確認ができる

書類を添付すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加申請書の受付 

 （１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和６年５月１４日（火）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は

事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課

契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１，１９０円です。 
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（２）入札参加申請書の受付 

  ①期間  令和６年５月１７日（金）午前９時から午後６時まで 

       令和６年５月２０日（月）午前９時から正午まで 

       ただし、紙入札希望業者の提出で５月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 

 

５ 入札参加者への通知 

 （１）入札通知書及び非指名通知書については、令和６年５月下旬に電子入札システ

ムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

 （２）非指名通知書を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面により

非指名理由についての説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に関する質疑の受付及び回答 

①  期間  令和６年５月２４日（金）から 

        令和６年５月２７日（月）正午まで 

   ②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提

出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとし

ますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午

後５時（最終日は正午）までとします。 

   ③対象  指名業者の「質疑書」のみ受け付けます。 

   ④回答  令和６年５月２９日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システム

に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファッ

クスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いませ

ん。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①期間  令和６年６月３日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和６年６月４日（火）午前９時から午後２時まで 

       ただし、紙入札者の提出は６月３日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、６月４日の午前９時から正午までと午後１時か

ら午後２時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によるこ

と。 
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ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法に

ついては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によ

ること。 

 （２）開札の日時 

        令和６年６月５日（水）午前９時５０分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとしま

す。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札通知までは受け付けません。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

 （３）入札通知後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システムへの入

札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 

 （４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

 （５）配置予定の現場代理人、監理技術者が、他の工事の受注等により配置できない

と認められる場合は、本件の入札を無効とします。 

 （６）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱

うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
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   郵便番号 ６２３－８５０１ 

   所 在 地 京都府綾部市若竹町８－１ 

        綾部市役所本庁東３階 

  電話番号 ０７７３－４２－４２７６（直通） 

  ＦＡＸ番号 ０７７３－４２－４４０６（代表） 

  Ｅ‐mail kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１  

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                          
 
２ 工 事 名                          
 
３ 場  所                          
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由  
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。  
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様  
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様式－２ 

 

公募型指名競争入札参加申請書 
 

令和  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                

商号又は名称                

代 表 者 氏 名             ㊞  

 

電 話 番 号                

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る公募型指名競争入札に参加を希望したく、

添付書類を添えて提出します。 

 なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓

約します。 

 

記  
 

   工事番号   

   工 事 名   
   工事場所   

   添付書類  技術資料（添付資料及び資格者証等を含む） 

 

公　告

71



様式－３ 

 

 

 

技 術 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所                

名 称                
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１ 同種工事又は類似工事の施工実績 

 

工

事

名

称

等 

工事名称    

発注機関名   

施工場所    

契約金額    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

受注形態等 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 

工 事 概 要 等 

  

  

  

  

  

  

  

技術的特記事項 
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２ 当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者の資格 

 

区   分 現 場 代 理 人 監 理 技 術 者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

従事役職    

重複する  

場 合 の 

対応措置  

  

  

  

 

区   分 現 場 代 理 人 監 理 技 術 者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

従事役職    

重複する  

場 合 の 

対応措置  
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綾部市公告第５５号 
 

下水道整備事業、農業集落排水志賀郷地区公共桝設置工事に係る入札参加資格につい

て、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この

工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和６年５月１４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０６ １３号 
（２）工 事 名   農業集落排水志賀郷地区公共桝設置工事 

（３）工事場所   綾部市向田町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   公共桝設置 Ｎ＝１箇所 
（５）予定工期   令和６年６月１１日から 
          令和６年９月１８日まで（１００日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で

登録されており、令和６年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
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   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和６年５月１４日（火）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は２８０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和６年５月１７日（金）午前９時から午後６時まで 
        令和６年５月２０日（月）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で５月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和６年５月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和６年５月２４日（金）から 
     令和６年５月２７日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和６年５月２９日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
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７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和６年６月３日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和６年６月４日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は６月３日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、６月４日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和６年６月５日（水）午前９時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
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 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第５６号 
 

綾部市立病院蒸気ボイラー２号機更新事業、綾部市立病院蒸気ボイラー２号機更新工

事に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申

請してください。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和６年５月１４日 

 
   綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０６ １７号 
（２）工 事 名   綾部市立病院蒸気ボイラー２号機更新工事 
（３）工事場所   綾部市青野町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   蒸気ボイラー２号機更新 一式 
（５）予定工期   令和６年 ６月１１日から 
          令和６年１０月 ８日まで（１２０日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で管工事のＡ等級又は

Ｂ等級で登録されており、令和６年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有す

る単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等か

らの除外措置を受けていないこと。 
（３）管工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３１日

の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
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   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和６年５月１４日（火）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１４０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和６年５月１７日（金）午前９時から午後６時まで 
        令和６年５月２０日（月）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で５月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和６年５月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和６年５月２４日（金）から 
     令和６年５月２７日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和６年５月２９日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行
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いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和６年６月３日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和６年６月４日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は６月３日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、６月４日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和６年６月５日（水）午前１０時１０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 管工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第５７号 
 

市民活動拠点施設（仮称）整備事業、市民活動拠点施設（仮称）整備工事（電気設備

工事）に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者

は申請してください。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とし

ます。 

 
令和６年５月１４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０６ １８号 
（２）工 事 名   市民活動拠点施設（仮称）整備工事（電気設備工事） 

（３）工事場所   綾部市新宮町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   旧図書館整備 改修面積 ６１４．５㎡ 

上記にかかる電気設備工事 一式 
（５）予定工期   令和６年６月１８日から 
          令和７年２月 ５日まで（２３３日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で電気工事のＡ等級

又はＢ等級で登録されており、令和６年４月１日以降継続して綾部市内に本店

を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する

契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）電気工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３

１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていな

いこと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置

できること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札

参加資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 
３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

公　告

96



出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和６年５月１４日（火）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は３６０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和６年５月１７日（金）午前９時から午後６時まで 
        令和６年５月２０日（月）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で５月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和６年５月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和６年５月２４日（金）から 
     令和６年５月２７日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和６年５月２９日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ
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ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和６年６月 ７日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和６年６月１０日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出６月７日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時までと、６月１０日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和６年６月１１日（火）午前９時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 
13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 電気工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第５８号 
 

住宅維持管理費（借上住宅）、市営住宅（井倉）解体工事に係る入札参加資格につい

て、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この

工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和６年５月１４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０６ １９号 
（２）工 事 名   市営住宅（井倉）解体工事 

（３）工事場所   綾部市井倉町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   補強ＣＢ造２階建５戸１棟 解体 
          住宅番号４８－１～４８－５ 解体面積 ２２５㎡           
（５）予定工期   令和６年６月１１日から 
          令和６年９月 ８日まで（９０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で解体工事のＡ等級又

はＢ等級で登録されており、令和６年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有

する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等

からの除外措置を受けていないこと。 
（３）解体工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
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（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和６年５月１４日（火）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１８０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和６年５月１７日（金）午前９時から午後６時まで 
        令和６年５月２０日（月）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で５月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和６年５月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和６年５月２４日（金）から 
     令和６年５月２７日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和６年５月２９日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行
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いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和６年６月３日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和６年６月４日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は６月３日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、６月４日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和６年６月５日（水）午前１０時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 解体工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第５９号  

 

旧農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により次のとおり公告し、縦覧に供する。  

 

令和６年５月１５日  

 

綾部市長 山 崎 善 也    

 

 

１ 縦覧場所   綾部市農業委員会事務局  

 

２ 縦覧期間   令和６年５月１５日から令和６年５月３１日まで（土曜日、日曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）  

 

３ 縦覧時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで  
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綾部市公告第６０号 

 

こども発達支援拠点施設整備事業、（仮称）こども発達支援拠点施設整備工事（建築本

体工事）に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者

は申請してください。なお、この工事の入札は電子入札による公募型指名競争入札としま

す。 

 

令和６年５月１６日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 工事概要 

 （１）工事番号  第５０６ ２３号 

（２）工 事 名  （仮称）こども発達支援拠点施設整備工事（建築本体工事） 

 （３）工事場所  綾部市上野町（別添位置図参照） 

 （４）工事内容   本工事は、（仮称）こども発達支援拠点施設を整備するため、建

築本体工事及び機械設備工事を行うものです。隣接する住宅やこど

も園及び付近の小学校等との関係から、工程や安全確保について万

全の配慮が必要です。 

 （５）工事概要  増築 木造平屋建一部鉄骨造 ３６７．８５㎡ 

          既存棟改修 ＲＣ造平屋建 ５１６．６８㎡ 

          上記に係る建築本体工事及び機械設備工事 一式 

 （６）予定工期  令和６年６月２９日から 

令和７年３月３１日まで（２７６日間） 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加申請に基づき、

本市が資格認定した者とします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものでないこと。 

（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿に建築工事のＡ等級で

登録されており、令和６年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者であること。また、申請日時点において綾部市の指名停止又は市が締結する契

約等からの除外措置を受けていないこと。 

（３）建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可を建築工事について受けてい

るものであること。 

（４）令和６年度の指名競争入札参加資格審査結果通知書で、建築工事の総合評点が

７５０点以上であること。 

（５）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６５点に満たない評定を受けていないこ
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と。  
（６）請負金額５，０００万円以上（合併発注や特命随契との合計額でも可）の建築

工事の施工実績を有していること。ただし、この施工実績は公共工事で申請者の

元請実績とし、民間工事や下請実績は認めません。また、この施工実績はコリン

ズ又は請負契約書などで確認できること。 

（７）建築工事に係る技術者を、監理技術者として工事現場に専任で配置し得ること。 

（８）配置予定とする現場代理人の技術資格・工事経験については問わないが、現場

代理人、監理技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるこ

と。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この公募型指名競争入札参加

申請書の申請日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

（９）各営業所における専任の技術者は、本工事の監理技術者にはなれません。 

 

３ 提出書類 

 （１）公募型指名競争入札参加申請書 

   ・電子入札システムから公募型指名競争入札参加申請書を提出すること。ただし、

紙入札希望業者は、「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「公募

型指名競争入札参加申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出す

ること。 

 （２）技術資料及び資格者証等の写し 

   ・電子入札システムで、公募型指名競争入札参加申請書の添付資料に技術資料及

び資格者証の写しを添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量

については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

紙入札希望業者は、（１）の承諾願及び申請書とともに「技術資料」（別記様式―

３）及び資格者証の写しを監理課へ持参により提出すること。 

   ・「同種工事又は類似工事の施工実績」には、２（６）に該当する工事を記載し、

資料としてコリンズ又は請負契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を添

付すること。（コリンズを添付する場合は請負契約書等の写しは不要とします。） 

   ・「当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者の資格」には、それぞれ配置予

定者について記載することとし、監理技術者の法令による免許欄には、２（７）

に該当する技術資格を記載し、資料として技術者証の写しを添付すること。 

   ・２（８）を確認する資料として、所属建設業者と直接的な雇用の確認ができる

書類を添付すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加申請書の受付 

 （１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和６年５月１６日（木）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は
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事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課

契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は２，９８０円です。 

（２）入札参加申請書の受付 

  ①期間  令和６年５月２１日（火）午前９時から午後６時まで 

       令和６年５月２２日（水）午前９時から正午まで 

       ただし、紙入札希望業者の提出で５月２１日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 

 

５ 入札参加者への通知 

 （１）入札通知書及び非指名通知書については、令和６年５月下旬に電子入札システ

ムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

 （２）非指名通知書を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面により

非指名理由についての説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に関する質疑の受付及び回答 

①  期間  令和６年５月２８日（火）から 

        令和６年５月２９日（水）正午まで 

   ②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提

出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとし

ますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午

後５時（最終日は正午）までとします。 

   ③対象  指名業者の「質疑書」のみ受け付けます。 

   ④回答  令和６年５月３１日（金）午後５時までに京都府入札情報公開システム

に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファッ

クスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いませ

ん。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①期間  令和６年６月５日（水）午前９時から午後６時まで 

        令和６年６月６日（木）午前９時から午後２時まで 

       ただし、紙入札者の提出は６月５日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、６月６日の午前９時から正午までと午後１時か

ら午後２時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量
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については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によるこ

と。 

ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法に

ついては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によ

ること。 

 （２）開札の日時 

        令和６年６月７日（金）午前９時００分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとしま

す。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札通知までは受け付けません。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

 （３）入札通知後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システムへの入

札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 

 （４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

 （５）配置予定の現場代理人、監理技術者が、他の工事の受注等により配置できない

と認められる場合は、本件の入札を無効とします。 

 （６）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱

うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
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（７）本案件の契約締結については、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、

綾部市議会の議決を要するため、議会の議決までは仮契約を締結するものとしま

す。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号 ６２３－８５０１ 

   所 在 地 京都府綾部市若竹町８－１ 

        綾部市役所本庁東３階 

  電話番号 ０７７３－４２－４２７６（直通） 

  ＦＡＸ番号 ０７７３－４２－４４０６（代表） 

  Ｅ‐mail kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１  

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                          
 
２ 工 事 名                          
 
３ 場  所                          
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由  
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。  
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様  
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様式－２ 

 

公募型指名競争入札参加申請書 
 

令和  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                

商号又は名称                

代 表 者 氏 名             ㊞  

 

電 話 番 号                

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る公募型指名競争入札に参加を希望したく、

添付書類を添えて提出します。 

 なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓

約します。 

 

記  
 

   工事番号   

   工 事 名   
   工事場所   

   添付書類  技術資料（添付資料及び資格者証等を含む） 
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様式－３ 

 

 

 

技 術 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所                

名 称                
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１ 同種工事又は類似工事の施工実績 

 

工

事

名

称

等 

工事名称    

発注機関名   

施工場所    

契約金額    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

受注形態等 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 

工 事 概 要 等 

  

  

  

  

  

  

  

技術的特記事項 
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２ 当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者の資格 

 

区   分 現 場 代 理 人 監 理 技 術 者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

従事役職    

重複する  

場 合 の 

対応措置  

  

  

  

 

区   分 現 場 代 理 人 監 理 技 術 者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

従事役職    

重複する  

場 合 の 

対応措置  
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綾部市公告第６１号 

 

 綾部市下水道排水設備指定業者規程第１３条第１項第４号に基づく指定業者を次により公表

します。 

 

   令和６年 ５月２１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也    

 

１ 異動により指定内容の一部を変更する業者 

事 業 所 名  代表者氏名 所 在 地 変 更 日 

有限会社 中尾鐵工所 中尾 義 綾部市宮代町宮代１番地 令和６年４月２１日 

 

 

 

綾部市下水道排水設備指定業者新規指定申請等 

 

異動届の内容 

 指定 

番号 
事 業 所 名 代 表 者 氏 名  所 在 地 

変更後 ８１ 有限会社 中尾鐵工所 中尾 義 綾部市宮代町宮代１番地 

変更前 ８１ 有限会社 中尾鐵工所 中尾 義人 綾部市宮代町宮代１番地 
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綾部市公告第６２号 

 

綾部市下水道排水設備指定業者規程第１３条第１項第１号に基づく指定業者を次により公表し

ます。 

 

令和６年 ５月２４日 

 

   綾部市長 山 崎 善 也    

 

１ 新たに指定する業者 

事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所 在 地 指 定 日 

コネクトワーク株式会社 古久保 達也 舞鶴市字和田１０７７番地 令和６年６月１日 

 

指定申請内容 

指定番号 事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所   在   地 
技術 

者数 

２２７ コネクトワーク株式会社 古久保 達也 舞鶴市字和田１０７７番地 １ 
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綾部市公告第６３号 

 

 綾部市職員採用試験を次により実施します。 

   

  令和６年５月２４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１ 令和６年度綾部市職員採用試験を、別紙要項のとおり実施します。 

２ 本試験の合格者は、「令和６年度・令和７年度綾部市職員採用候補者名

簿」に登載し、第３次試験合格発表以後必要に応じ採用します。 
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■ 募 集 職 種    

事務職員・ 社会福祉士・ 保健師・  

土木技師・ 建築技師・ 消防職員 
 

■ 受 付 期 間   

 

令和６ 年５ 月２ ４ 日（ 金） ～令和６ 年６ 月２ ０ 日（ 木）  

 

■ 採 用 予 定 日

令和７ 年４ 月１ 日 
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■問い合わせ先■ 

〒６ ２ ３ －８ ５ ０ １  

京都府綾部市若竹町８ 番地の１  

綾部市 市長公室 職員課 職員・ 人事担当 

          ℡０ ７ ７ ３ －４ ２ －４ ２ ２ ８  

綾部市役所 
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■ 募 集 職 種    

事務職員・ 社会福祉士・ 保健師・  

土木技師・ 建築技師・ 消防職員 
 

■ 受 付 期 間   

 

令和６ 年５ 月２ ４ 日（ 金） ～令和６ 年６ 月２ ０ 日（ 木）  

 

■ 採 用 予 定 日

令和７ 年４ 月１ 日 
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■問い合わせ先■ 

〒６ ２ ３ －８ ５ ０ １  

京都府綾部市若竹町８ 番地の１  

綾部市 市長公室 職員課 職員・ 人事担当 

          ℡０ ７ ７ ３ －４ ２ －４ ２ ２ ８  

綾部市役所 
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綾部市公告第６４号 
 

林地崩壊防止事業、林地崩壊防止工事（西方町長岡地区）に係る入札参加資格につい

て、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この

工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和６年５月２７日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０６ ２４号 
（２）工 事 名   林地崩壊防止工事（西方町長岡地区） 

（３）工事場所   綾部市西方町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   山腹工 Ａ＝０．０２ｈａ 

土留工 Ｌ＝１８ｍ 

            伏工 Ａ＝１８２．４㎡ 

            水路工 Ｌ＝１７．４ｍ 

（５）予定工期   令和６年 ６月２５日から 
          令和６年１２月２１日まで（１８０日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＡ１等級

又はＡ等級で登録されており、令和６年４月１日以降継続して綾部市内に本店を

有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約

等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 
３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一
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般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和６年５月２７日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は６３０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和６年５月３０日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和６年５月３１日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で５月３０日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和６年６月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和６年６月６日（木）から 
     令和６年６月７日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和６年６月１０日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ
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ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和６年６月１４日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和６年６月１７日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は６月１４日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、６月１７日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和６年６月１８日（火）午前９時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６５号 
 

あやべ観光案内所改修事業、あやべ観光案内所屋根・外壁改修工事に係る入札参加資

格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。な

お、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和６年５月２７日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０６ ２５号 
（２）工 事 名   あやべ観光案内所屋根・外壁改修工事 

（３）工事場所   綾部市駅前通（別添位置図参照） 
（４）工事概要   屋根改修工事 １８５㎡ 
          外壁改修工事 １６２㎡ 
（５）予定工期   令和６年 ６月２５日から 
          令和６年１０月２２日まで（１２０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＢ等級で

登録されており、令和６年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
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（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和６年５月２７日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は２４０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和６年５月３０日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和６年５月３１日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で５月３０日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和６年６月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和６年６月６日（木）から 
     令和６年６月７日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和６年６月１０日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行
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いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和６年６月１４日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和６年６月１７日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は６月１４日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、６月１７日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和６年６月１８日（火）午前９時５０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が８，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が８，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が８，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が８，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６６号 
 

空調設備整備事業（中学校）、中学校空調設備整備工事に係る入札参加資格について、

次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事

の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和６年５月２７日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０６ ２６号 
（２）工 事 名   中学校空調設備整備工事 

（３）工事場所   綾部市宮代町外（別添位置図参照） 
（４）工事概要   美術室空調機整備 
           綾部中学校 天吊形 ２組 
           八田中学校 天吊形 ３組 

給食棟空調機更新 
 何北中学校 天吊形厨房用 １組 

（５）予定工期   令和６年６月２５日から 
          令和６年９月２２日まで（９０日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で電気工事のＡ等級

又はＢ等級で登録されており、令和６年４月１日以降継続して綾部市内に本店

を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する

契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）電気工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３

１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていな

いこと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置

できること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参

加資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 
３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ
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し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和６年５月２７日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は４８０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和６年５月３０日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和６年５月３１日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で５月３０日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和６年６月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和６年６月６日（木）から 
     令和６年６月７日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
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④回答  令和６年６月１０日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和６年６月１４日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和６年６月１７日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出６月１４日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、６月１７日の午前９時から正午までと午後１

時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和６年６月１８日（火）午前１０時１０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
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11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 
13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 電気工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 

公　告

170



     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６７号 
 

空調設備整備事業（小学校）、小学校空調設備改修工事に係る入札参加資格について、

次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事

の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和６年５月２７日 

 
綾部市長 山 崎 善 也   

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０６ ２７号 
（２）工 事 名   小学校空調設備改修工事 

（３）工事場所   綾部市上野町外（別添位置図参照） 
（４）工事概要   給食棟空調機更新 

            綾部小学校 天吊形厨房用 ２組 
                  ルームエアコン １組 
         西八田小学校 天吊形厨房用 ２組 
              物部小学校 天吊形厨房用 １組 

（５）予定工期   令和６年６月２５日から 
          令和６年９月２２日まで（９０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和６年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で電気工事のＡ等級、

Ｂ等級、Ｃ等級のいずれかで登録されており、令和６年４月１日以降継続して

綾部市内に本店を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及

び市が締結する契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）電気工事に係る綾部市発注工事で、令和５年１月１日から令和５年１２月３

１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていな

いこと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ
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し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和６年５月２７日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は３００円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和６年５月３０日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和６年５月３１日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で５月３０日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和６年６月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和６年６月６日（木）から 
     令和６年６月７日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
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③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和６年６月１０日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和６年６月１４日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和６年６月１７日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は６月１４日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、６月１７日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和６年６月１８日（火）午前１０時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
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11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 電気工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が４，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が４，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が４，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６８号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和６年５月２８日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 （以下掲示済）  
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綾部市公告第６９号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の４６第１項の規定により、次の認

可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について公告を求める旨の申請があっ

たことについて、当該申請を相当と認めましたので、同条第２項の規定により次のとお

り公告します。 

当該認可地縁団体が所有する次の不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を

することについて異議のある登記関係者等は、この公告期間内にお申し出ください。 

なお、異議を述べることができる登記関係者等は、当該不動産の表題部所有者若しくは

所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は当該不動産の所有権を有することを

疎明する者です。 

 

  令和６年５月３０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地 

（１）名称 

下村自治会 

（２）区域 

綾部市於与岐町カミヤ・下ノフ・キトバ・ゆり・谷ヶ市・ノテ・田和・トノ坂

地域までの区域 

（３）主たる事務所の所在地 

綾部市於与岐町字ノテ１３番地の２ 

 

２ 申請不動産に関する事項 

・土地 

番号 地目 面積 所在地 

① 山林 １６１平方メートル 綾部市於与岐町岡５９番１ 

② 保安林 ２２８９２平方メートル 綾部市於与岐町岡６０番７ 

③ 保安林 ３６５９平方メートル 綾部市於与岐町岡６０番８ 

④ 田 ２１４平方メートル 綾部市於与岐町コロツ子７番１ 

⑤ 田 ３４０平方メートル 綾部市於与岐町コロツ子７番２ 

⑥ 田 ２５４平方メートル 綾部市於与岐町コロツ子９番１ 

⑦ 田 ９９平方メートル 綾部市於与岐町コロツ子９番３ 

⑧ 田 １７８平方メートル 綾部市於与岐町コロツ子３番乙 

⑨ 山林 ５６８平方メートル 綾部市於与岐町岡３６番 
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⑩ 山林 ２６４平方メートル 綾部市於与岐町岡４０番 

⑪ 山林 １４９４２平方メートル 綾部市於与岐町段８０２８番 

⑫ 山林 ２６８７６平方メートル 綾部市於与岐町段８０２９番 

⑬ 山林 １６１９８平方メートル 綾部市於与岐町猪奥８０３６番 

⑭ 原野 ３３０平方メートル 綾部市於与岐町キトバ２６番丙 

⑮ 山林 ６８０平方メートル 綾部市於与岐町田和８０１４番 

⑯ 保安林 ４３６平方メートル 綾部市於与岐町仲山口１番１ 

⑰ 原野 ６６１平方メートル 綾部市於与岐町コロツ子７番乙 

 

・表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名及び住所 

 

① 綾部市於与岐町岡５９番 1 

 

氏 名  𠮷田幸右衛門 

住 所  記載なし 

 

氏 名  𠮷崎嘉左衛門 

住 所  記載なし 

 

 

② 綾部市於与岐町岡６０番７ 

 

 氏 名  𠮷田正治 

住 所  京都府綾部市於与岐町ユリ２５番地 

 

   氏 名  𠮷崎満夫 

住 所  京都府綾部市於与岐町谷１７番地 

 

 

③ 綾部市於与岐町岡６０番８ 

  

氏 名  𠮷田正治 

住 所  京都府綾部市於与岐町ユリ２５番地 

 

   氏 名  𠮷崎満夫 

住 所  京都府綾部市於与岐町谷１７番地 
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④ 綾部市於与岐町コロツ子７番１ 

 

   氏 名  吉﨑弥市 

住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字段２０番地 

 

     氏 名  吉田源右衞門 

   住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字トノ坂８番地 

 

 

⑤ 綾部市於与岐町コロツ子７番２ 

 

   氏 名  吉﨑弥市 

住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字段２０番地 

     

 氏 名  吉田源右衞門 

   住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字トノ坂８番地 

 

 

⑥ 綾部市於与岐町コロツ子９番 1 

 

   氏 名  吉﨑弥市 

住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字段２０番地 

 

     氏 名  吉田源右衞門 

   住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字トノ坂８番地 

 

 

⑦ 綾部市於与岐町コロツ子９番３ 

 

氏 名  吉﨑弥市 

住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字段２０番地 

 

     氏 名  吉田源右衞門 

   住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字トノ坂８番地 

 

 

⑧ 綾部市於与岐町コロツ子３番乙 

 

氏 名  𠮷田辨𠮷 

住 所  京都府何鹿郡東八田村字於与岐１７番戸 

 

   氏 名    西村彌 

住 所  京都府舞鶴市字伊佐津１０３番地 
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⑨ 綾部市於与岐町岡３６番 

 

氏 名  𠮷田正治 

住 所  京都府綾部市於与岐町ユリ２５番地 

 

   氏 名  𠮷崎満夫 

住 所  京都府綾部市於与岐町谷１７番地 

 

 

⑩ 綾部市於与岐町岡４０番 

 

氏 名  吉田正治 

住 所  京都府綾部市於与岐町ユリ２５番地 

 

氏 名  吉崎満夫 

住 所  京都府綾部市於与岐町谷１７番地 

 

 

⑪ 綾部市於与岐町段８０２８番 

 

氏 名  吉崎太市郎 

住 所    京都府何鹿郡東八田村字於与岐４１番地 

 

氏 名  吉崎亀吉 

住 所   京都府何鹿郡東八田村字於与岐２６番戸 

 

 

⑫ 綾部市於与岐町段８０２９番 

 

氏 名  吉田幸右衛門 

住 所  京都府何鹿郡東八田村字於与岐７番戸 

 

氏 名  吉崎豊助 

住 所  京都府何鹿郡東八田村字於与岐１３番戸 

 

 

⑬ 綾部市於与岐町猪奥８０３６番 

 

氏 名  𠮷田石藏 

住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於與岐小字田和８５番地 

 

氏 名  𠮷崎勝二 

住 所  京都府綾部市於與岐町田和１８番地 
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⑭ 綾部市於与岐町キトバ２６番丙 

 

氏 名  吉田初二 

住 所  京都府綾部市於与岐町殿７番・１８番合地 

 

氏 名  吉田輝義 

住 所  京都府綾部市於与岐町下のふ１番地の１ 

 

 

⑮ 綾部市於与岐町田和８０１４番 

 

氏 名  吉田幸右衛門 

住 所  京都府何鹿郡東八田村字於與岐７番戸 

 

氏 名  吉崎嘉左衛門 

住 所  京都府何鹿郡東八田村字於與岐１８番戸 

 

 

⑯ 綾部市於与岐町仲山口１番１ 

 

氏 名  𠮷田幸右衛門 

住 所  京都府何鹿郡東八田村字於与岐７番戸 

 

氏 名  吉﨑勝二 

住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字田和１８番地 

 

 

⑰ 綾部市於与岐町コロツ子７番乙 

 

氏 名  吉﨑弥市 

住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字段２０番地 

 

     氏 名  吉田源右衞門 

   住 所  京都府何鹿郡東八田村大字於与岐小字トノ坂８番地 

 

３ 公告期間 

令和６年５月３０日から令和６年８月３０日まで 

 

４ 異議を述べる方法 

地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第２２条の３第３項に規定す 

る申出書の様式に必要事項を記載し、登記関係者等であること及び申出書に記載され 

た氏名及び住所を確認できる書類を添えて、綾部市市民環境部市民協働課に提出して 

ください。 
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綾部市公告第７０号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和６年５月３０日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 （以下掲示済） 
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綾部市公告第７１号 

 

 綾部市下水道排水設備指定業者規程第１３条第１項第４号に基づく指定業者を次により公表

します。 

 

   令和６年 ５月３１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也    

 

１ 異動により指定内容の一部を変更する業者 

事 業 所 名  代表者氏名 所 在 地 変 更 日 

株式会社 西口建設 沼田 忠則 綾部市位田町野本 42 番地の 1 令和６年５月３１日 

 

 

 

綾部市下水道排水設備指定業者新規指定申請等 

 

異動届の内容 

 指定 

番号 
事 業 所 名 代 表 者 氏 名  所 在 地 

変更後 173 株式会社 西口建設 沼田 忠則 綾部市位田町野本 42 番地の 1 

変更前 173 株式会社 西口建設 大槻 信幸 綾部市味方町宮ノ前 53 番地の 3 
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令和６年 ５月３１日 

 

 

綾 部 市 下 水 道 排 水 設 備 指 定 業 者 証 

 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

綾部市下水道排水設備指定業者規程第３条の規定により、下記のとおり 

綾部市下水道排水設備指定業者として指定します。 

 

 

指定（登録）番号 第 １７３ 号 

指 定 業 者 名 

（商号） 
株式会社 西口建設 

営 業 所 所 在 地 綾部市位田町野本 42 番地の 1 

代 表 者 氏 名 沼 田 忠 則 

指 定 の 有 効 期 間 令和６年５月３１日～令和６年１２月３１日 
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綾部市公告第７２号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和６年５月３１日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 
（以下掲示済） 
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綾部市教育委員会告示第７号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条の規定

により、令和６年度第２回（５月）綾部市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

 

令和６年５月２２日 

                            綾部市教育委員会        

教育長 小 林  治  

 

１ 日  時   令和６年５月２７日（月）１３時３０分から 

２ 場  所   綾部市役所 教育委員会事務局（教育長室） 
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綾部市選挙管理委員会告示第５号 

 

綾部市選挙管理委員会規程（昭和４９年綾部市選挙管理委員会告示第１５号）の一部を

次のように改正する。 

 

令和６年５月１４日 

 

綾部市選挙管理委員会    

委員長 中 田 誠 治  

 

 第２６条中「通り」を「とおり」に改め、同条に次の６項を加える。 

２ 公印は、事務局長が管守する。 

３ 管守者は、公印取扱責任者を定め、公印の取扱いをさせることができる。 

４ 公印の取扱場所は、管守者が指定する場所とする。ただし、特別の事由がある場合 

 は、管守者の承認を得て取り扱うものとする。 

５ 管守者は、公印の押印に代えて印影を印刷する必要があるときは、別表の使用区分に

より印刷することができる。 

６ 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは、管守者の承認を得て、電子

計算機に公印の印影を記録し、当該記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代え

ることができる。 

７ 前項に規定する処理をするときは、管守者において当該印影の改ざんその他不正使用

のないように電子計算機に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。 

 

附 則 

この告示は、令和６年５月１４日から施行する。 
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綾部市選挙管理委員会告示第６号 

 

令和６年６月定時登録において、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項

の規定により選挙人名簿の登録の日を次のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第１４条第１項の規定により告示する。 

 

令和６年５月２８日 

 

綾部市選挙管理委員会 

委員長 中 田 誠 治 

 

 

選挙人名簿の登録の日 令和６年６月３日 
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